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論

題

訴
訟
上
の
請
求
、
訴
訟
物
、
審
判
の
封
象
、
ゑ
ど
が
同
義
で
あ
る
と
と
に
は
異
論
が
た
い
な

と
と
る
が
、
請
求
は
、
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
友
ら
注
い
。
-
な
ぜ
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
請
求
を
超
え
て
、
又
は
、
請
求
と
別
個

の
事
項
に
づ
い
て
、
裁
判
す
る
と
と
は
で
き
友
い
(
民
訴
一
八
六
参
照
)
し
、
二
軍
訴
訟
(
二
三
一
)
、
請
求
の
併
合
(
ニ
ニ
七
)
、
訴
の
饗

更
(
ニ
=
三
)
、
確
定
判
決
の
既
判
力
の
物
的
範
囲
(
一
九
九
)
の
問
題
の
前
提
と
し
て
、
特
定
さ
れ
た
請
求
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
と
で
、
次
の
よ
う
た
問
題
が
生
守
る
。
第
一
は
、
請
求
と
は
何
か
、
で
あ
れ
y
、
第
二
は
、
請
求
を
特
定
す
る
に
必
要
友
本
質

的
要
素
は
何
か
で
あ
る
。

(

1

)

 

議
晶
子
一
・
民
訴
法
八
四
真
、
中
田
淳
一
・
誇
求
の
同
一
一
性
・
一
二
五
論
議
一
一
一
。

と
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
に
た
い
て
、
極
め
て
熱
心
に
研
究
さ
れ
た
。
そ
と
で
、
私
は
、
を
や
、
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
、
と
の
問
題

を
考
え
て
見
る
と
と
に
す
る
。

法

典

1 

解
韓
の
第
一
次
的
手
掛
り
が
、
法
典
で
あ
る
と
と
は
、
い
ろ
ま
で
も
た
い
。
し
か
じ
、
法
典
の
各
傑
は
、
抽
象
的
で
あ
ら
ざ



る
を
得
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
僚
の
文
理
か
ら
は
、
解
樺
の
可
能
な
範
園
の
外
枠
し
か
摘
み
え
な
い
。
し
か
し
、
，
次
第
に
可
能
な

範
園
を
縮
め
て
ゆ
く
第
一
歩
と
し
て
は
、
法
僚
の
意
味
を
、
文
理
に
お
い
て
確
定
す
る
と
と
は
、

一
づ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。

2 

猫
民
訴
二
五
三
保
二
項
二
競
に
よ
り
、
起
さ
れ
た
請
求
の
目
的
及
び
原
因
の
一
定
の
表
示

(品目

o
u
g
t
s
s
g
〉
ロ
ぬ
ωσ
。

内
同

g
のゆぬ
O
ロ
帥
宮
ロ
仏
g
c
H
H
a
a
m
w目
。
円
ロ
ロ
仏
O
由
。
g
o吾
。
σ叩ロ
oロ
〉
ロ
弓

2
n月
岡
田
)
が
、
訴
肢
の
必
要
的
(
:
:
:
自
己
回
目
。
ロ
吾
巳
・

宮
口
日
)
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
と
の
記
載
に
ょ
う
て
、
請
求
が
、
物
的
に
特
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
請
求
の
原
因
と
は
何
か
、

請
求
の
原
因
と
し
て
、
ど
ん
友
と
と
が
記
載
さ
れ
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
が
解
躍
に
よ
る
解
決
を
要
求
す
る
。
と
と
ろ
で
、
請
求
の

原
因
の
概
念
は
、
請
求
の
概
念
を
必
然
的
に
前
提
す
る
。
し
か
る
に
、
訴
訟
法
は
、
と
の
請
求
の
概
念
を
定
義
す
る
よ
う
な
直
接
の

規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
そ
と
で
、
請
求
の
概
念
を
廻
づ
て
、
多
く
の
事
設
が
封
立
し
、
そ
れ
ら
の
準
設
は
、
.
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
観

を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
に
、

い
ヲ
そ
う
複
雑
化
し
た
。
が
、
そ
れ
は
、
と
も
か
く
と
し
て
、
と
と
で
は
、
他
の
法
傑
の
文
理
と
の

関
聯
か
ら
、
請
求
と
請
求
原
因
の
概
念
部
、
ど
の
程
度
ま
で
規
定
さ
れ
う
る
か
を
見
る
と
と
に
す
る
。

訴
欺
は
、
準
備
書
面
を
粂
ね
う
る
(
ニ
五
三
後
四
項
参
照
)
。

3 

そ
と
で
、

一
三

O
傑
と
比
較
し
て
見
ょ
う
け
。

一
三

O
傑
は
、
申

立
の
理
由
-
ヂ
け
に
役
立
。
、

z
z
m
w
n
E目。
FOD
〈

2
v
m
w
P
E
S
O
)
を
準
備
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
置
関
係
の
表
示

(
品
目
。
〉
ロ
ぬ
と
}
O

色。『
N
ロ
門
出
。
ぬ
同
・
ロ
ロ
【
凶
ロ
ロ
h

刷
会
w

円
〉
ロ
守
山
首
0

2

0

ロ
oロ品。ロ

(由。ロ
o
ロ
o
E
Y
M号
。
ロ
)
と
と
を
要
求
し
て
い
る
(
一
二
一
披
)
e

議求について

こ
の
織
に
つ
い
て
の
、
ベ
エ
テ
ル
ゼ
y
の
見
解
を
紹
介
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一一一一
O
係
一
一
一
援
が
要
求
す
る
、
申
立
の
理
由
づ
け
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
事
貧
闘
係
の
表
示
は
、
訴
の
、
事
質
的
な
、
あ
る
い
は
、
歴
史
的
な

基
礎
の
表
示
、
叉
は
、
沿
革
の
読
明
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
普
通
訴
訟
法
に
よ
れ
ば
、
訴
の
理
由
ず
け
に
必
要
な
事
貨
は
、
す
で
に
、
訴

獄
の
中
に
表
示
さ
れ
る
べ
舎
で
あ
っ
た
が
J
」
の
普
通
訴
訟
法
の
原
則
に
、
一
一
一
一
O
係
一
二
援
の
規
定
は
、
一
致
す
る
。
た
だ
、
普
通
法
訴
訟
に
お

-107-
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，:Jt a命

い
て
は
、
請
求
宇
一
理
由
づ
け
る
お
資
の
炎
示
に
よ
る
、
訴
の
苦

g
g
p
Nに
2
5
M
m
は
、
無
保
件
に
、
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
鈎
し
、

一一一

.
0係
の
規
定
は
、
た
ん
に
、
訓
示
的
な
性
質
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
に
蓮
反
し
て
も
、
訴
が
却
下
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一

一一一

O
係
一
一
一
致
の
規
定
の
意
味
が
、
以
上
の
よ
う
で
あ
る
と
き
は
、
二
五
三
僚
二
項
二
携
は
、
一
一
一
一

O
係
二
競
の
規
定
を
、
向
単
純
に
、
し
か
し
、

別
の
表
現
を
使
用
し
て
、
訴
肢
の
た
め
に
繰
返
し
た
も
の
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
訴
吠
に
と
っ
て
も
、
請
求
の
苦
Z
S
P
固ま
Z
長
が
、

加
盟
…
係
件
に
、

A
叩
ぜ
ら
れ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
は
じ
め
か
ら
、
同
総
酷
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
訴
獄
中
に
篤
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ハ

g
gる
と
こ
ろ

の
、
起
さ
れ
た
る
請
求
の
原
因
の
表
示
は
、
た
ん
に
押
局
さ
れ
る
ベ
キ
人
ao--)
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
じ
て
、
録
さ
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
事
件

自
陸
に
つ
い
て
、
法
的
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
(
三
一
九
俊
一
項
後
段
)
と
こ
ろ
の
、
請
求
を
理
由
ず
け
る
事
賞
関
係
の
表
示
よ
り
も

-108ー

制
限
さ
れ
た
内
容
を
持
つ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
二
五
三
僚
の
規
定
の
用
語
聞
か
ら
も
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
訴
を
理
由
一
す
け
る
と
こ
ろ
の
事
責

の
提
示
で
は
な
く
て
、
日
的
物
と
原
悶
と
に
よ
っ
て
正
磁
に
示
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
、
主
張
さ
れ
た
請
求
の
正
確
な
表
示
だ
け
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
訴
訟
は
、
特
定
の
基
礎
を
有
し
、
ど
ん
な
請
求
に
つ
い
て
裁
判
さ
る
べ
き
か
が
、
確
蜜
固
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
競
求
の
、

F
E
Z
E乱
首

H2何
回
ぬ
か
、
広
唱
。
旧
日

P
H
E
O
Eロ
加
が
、
無
係
件
的
に
、
必
要
な
の
で
あ
る
が
、

二
五
三
僚
は
、
こ
の

F
E
t
p
g
E
2
2
5
m
に
の
み
闘
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
二
つ
の
規
定
を
比
べ
る
と
判
明
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
訴
の
原
因
と
、
訴
の
事
資
に
よ
る
理
由
づ
け
と
に
闘
す
る
、
民
事
訴
訟
法
の
他
の
規
定
そ
見
て
も
判
明
す
る
し
、
民
事
訴
訟
法

が
口
頭
主
義
の
原
則
や
一
般
必
に
貫
い
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
口
頭
鶏
論
の
結
果
だ
け
が
、
裁
判
の
基
礎
資
粧
を
な
す
と
い
号
こ
と
か
ら
も
、
明

ら
か
に
な
る
。
(
以
上
司
丘

2
u
g
H
自
主
。

m
Zロ
件
目
。
H
g
v♀・

80103)

さ
て
、
か
り
に
、

一
三

O
保
三
披
が
、

無
用
の
重
複
物
と
な

二
五
三
保
二
項
二
披
よ
り
狭
い
と
す
る
な
ら
ば
、

準
備
書
聞
は
、

る
。
か
り
に
、

一
三

O
保
三
競
と
、
二
五
三
保
二
項
二
関
と
は
、
同
一
物
の
異
表
現
と
す
る
た
ら
ぱ
、
そ
れ
は
、
持
般
に
お
い
て
は

必
要
的
記
載
事
項
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
載
が
、
訓
示
的
に
の
み
、
要
求
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
準
備
書
面
ば
、

や
は
り
、
無
川



心
重
複
物
と
な
る
。
し
た
が
う
て
、
二
五
三
保
二
項
二
読
は
、

一
三

O
保
三
現
と
、
を
く
別
個
で
あ
る
か
、
そ
れ
よ
り
狭
い
と
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
o

(

2

)

切。戸時同一。
z
u
-
N
H
1

。-a・
臼
串
mw-

4 

二
六
八
傑
一
競
と
の
関
係
を
毘
ょ
う
。

二
六
八
保
一
一
蹴
に
よ
れ
ば
、
訴
の
原
因
の
費
更
な
し
に
、
事
賓
の
、
あ
る
い
は
、
法
律
的
の
陳
連

(
E
o
g
z
r
y日
目
。
宮
川
口
。

ao吋

補
充
し
た
り
、
更
正
し
た
り
す
る
と
と
は
、
訴
の
饗
更
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
し
た
が

『

on『
H42nHHAMロ
K
F
ロ
E
M
V
門ロロぬ
O

ロ
)

を

。
て
、
と
と
で
は
、
訴
の
原
因
は
、
訴
の
費
更
の
原
因
、

づ
ま
り
、
訴
の
同
一
性
の
原
因
で
あ
る
。
又
、
世
帯
賓
の
陳
述
は
、
訴
の
原

因
の
掛
変
更
の
原
因
と
た
る
と
と
も
あ
り
、
な
ら
ぬ
と
と
も
あ
り
う
る
。
と
と
で
、
認
め
ら
れ
る
も
の
が
、
後
者
で
あ
る
と
と
は
、

ν、

ろ
ま
で
も
た
い
。

さ
て
、
二
五
コ
一
保
二
項
三
競
の
、
請
求
の
原
因
が
、
請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
た
も
の
で
あ
る
た
ら
ば
、
そ
れ
は
、
と
り
も
友

な
さ
歩
、
請
求
の
同
一
性
の
原
因
で
あ
り
、
二
六
八
俊
一
一
慌
の
訴
の
原
因
と
は
、
同
一
物
の
具
表
現
と
い
ろ
関
係
に
あ
る
と
い
う
と

叉
、
他
方
、
か
り
に
、
二
六
八
傑
一
一
慌
の
訴
の
原
因
が
、

と
が
で
き
る
け
。

い
う
闘
係
に
あ
る
と
す
る
友
ら
ぽ
、
二
六
八
健
一
一
慌
の
、
事
賓
の
陳
述
は
、
訴
を
理
由
づ
け
る
と
と
に
役
立
。
事
賓
閲
係
以
外
の
事

一一二

O
保
三
競
の
事
賓
関
係
と
、
同
一
物
の
異
表
現
主

請求について

置
の
陳
述
と
い
う
と
と
に
た
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
訴
持
変
更
禁
止
の
原
則
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
、
二
六
八
傑
の
趣
旨
に
沿
わ

な
い
。
し
た
が
う
て
、
二
六
八
傑
の
訴
の
原
因
は
、

ー申.109-

一
三

O
保
三
競
の
事
賓
閥
係
よ
り
狭
い
心
。

ハ
1
)

可。仲
2
m
o
p
e
z
o
M
H
Z
M
∞
E

C

印
寸
は
、
こ
の
黙
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
全
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

吋
え
2
m
g
-
N旬
。
・
串

KVHE-H・
a
-
s
u
k
Z
B・
3
に
よ
れ
ば
、

E
o
o
r
P
E
E
H
一回
E
R
J
r
N
-
g
-
m
-
S
F
串

HF
会
叫
が
異
論
で
あ
る
。



言定

(

2

)

 

少
ぐ
と
も
や
呉
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
晋
え
な
同
F

N
吋
。
・
田
・
包
∞
-

-110-

5 

五
二
七
保
、
五
二
九
保
と
心
闘
係
を
見
ょ
う
。

論

五
二
七
傑
に
よ
れ
ば
、
控
訴
容
に
沿
い
て
も
、
訴
の
饗
更
は
、
原
則
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
五
二
九
傑
に
よ
れ
ば
、

常
事
者
は
、
第
一
容
に
沿
い
て
主
張
さ
れ
た
い
攻
撃
防
禦
の
方
法
、
と
と
に
、
新
し
い
事
宜
(
ロ
0

5

斗
丘
g
n
H
H
O
ロ
)
及
び
詮
擦
方

法
を
枯
出
す
る
と
と
が
で
き
る
。

し
・
た
が
っ
て
、

控
訴
審
に
沿
い
て
提
出
さ
れ
う
る
新
し
い
事
貰
は
、

訴
の
襲
更
の
原
因
で
は
な

ぃ
。
つ
ま
り
、
訴
の
原
因
の
鑓
更
を
賀
ら
さ
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
の
原
因
の
中
に
含
ま
れ
た
い
。

B 

一
四
六
僚
と
の
闘
係
を
見
ょ
う
。

一
四
六
僚
に
よ
れ
ば
、
同
一
の
請
求
に
闘
す
る
濁
立
の
攻
撃
防
禦
方
法
(
訴
の
原
因
、
抗
割
問
、
再
抗
器
等
)
ー
が
数
個
あ
る
場
合
に

沿
い
て
、
裁
判
所
は
、
時
論
を
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
又
は
二
、
一
二
に
一
、
ま
歩
、
制
限
す
る
と
と
を
命
ヂ
る
と
と
が
で
き
る
。
と
の

一
四
六
保
の
規
定
は
、
訴
の
原
因
の
概
念
を
規
定
す
る
の
に
、

P
一
の
〈
ら
い
役
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。
と
と
で
は
、
訴
の
原
因
が
、
攻

壊
防
禦
の
方
訟
の
一
例
と
し
て
事
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
と
で
、
訴
の
原
因
は
、
事
賞
を
指
す
の
か
、
法
律
関
係
を
指
す
の
か
、
と
い

う
問
題
が
、

ωロ
σ丘町凶ロ
N

山
由
。
円
ロ
ロ
判
的
匹
。
。
円
四
ゆ
と
宮
内
同
日

i
aロ白戸山回目。
2
ロぬ白神宮
0
0
円向。

の
論
争
賠
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
問
題
の
提
出
以
前
に
、
訴
の
原
因
は
、
訴
H
請
求
を
、
特
定
す
る
の
に
必
要
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
攻
撃
防
禦
の

方
法
と
さ
れ
る
の
は
、
"
と
う
い
う
と
と
な
の
か
。
と
い
う
問
題
が
提
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
の
場
合
、
訴
の
原
因
は
、
訴
の

特
定
に
、
不
可
快
な
要
素
そ
れ
自
瞳
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
訴
の
特
定
に
不
可
映
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
材
料
で
あ
る
、
と
い
う

推
測
が
下
さ
れ
る
。
一
四
六
保
に
よ
れ
ば
、
訴
の
原
因
は
、
同
一
の
請
求
に
関
係
し
て
、
数
個
あ
り
う
る
。
た
だ
一
つ
と
は
限
ら
な

い
。
し
か
も
、
樹
立
の
攻
撃
防
禦
方
法
の
一
密
で
あ
る
。
し
た
が
づ
て
、
と
こ
で
の
訴
の
原
因
は
、
権
利
を
費
生
さ
せ
る
個
々
の
事



賓
で
は
な
い
。
叉
、
事
貰
の
線
瞳
で
も
な
い
。
か
り
に
、
事
賓
の
縮
瞳
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、

一
ウ
の
請
求
に
閲
す
る

と
と
は
‘

一
つ
の
請
求
が
、

一
ヲ
の
訴
の
原
因
じ
か
も
た
友
い
と
と
に
友
り
、

一
四
六
僚
の
文
言
に
反
す
る
結
果
に
た
る
。

7 

三
一
一
二
傑
と
の
閥
係
を
見
ょ
う
。

三
一
一
二
僚
に
よ
れ
ば
、
原
告
が
、
口
頭
韓
論
明
日
に
出
頭
し
な
い
被
告
に
封
し
て
、
映
席
判
決
を
申
立
て
た
場
合
に
は
、
原
告
の

口
頭
に
よ
る
事
貰
に
闘
す
る
陳
述
は
、
自
白
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
但
し
、
一
二
三
五
傑
一
項
三
披
に
よ
れ
ば
、
不
出
頭
賞
事

者
が
、
口
頭
に
よ
る
事
買
に
闘
す
る
陳
述
又
は
申
立
を
、
趨
法
に
、
書
聞
に
よ
円
/
て
、
告
知
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
快
席
判
決

を
求
め
る
申
立
は
、
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
る
る
。

と
の
書
商
が
訴
歌
。
又
は
準
備
書
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
規
定
さ
れ
て
い
た

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
と
の
書
耐
に
よ
う
て
、
告
知
さ
れ
る
と
と
ろ
の
、
事
置
に
関
す
る
陳
述
は
、
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
の
に
必

要
注
事
項
を
、
判
決
を
放
す
に
熟
す
る
程
度
に
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
り
に
、
請
求
の
原
因
と
、
一
二
一
一
二
傑
の
、
事
置
に
闘

ず
る
陳
述
と
が
、
同
一
物
の
異
表
現
で
あ
る
と
す
る
か
仏
ら
ば
、
融
席
判
決
を
求
め
る
の
に
、
三
三
五
健
一
項
三
競
の
傑
件
を
満
た
す

必
要
は
あ
る
ま
い
。
訴
扶
は
送
達
さ
れ
て
い
る
は
十
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
づ
て
、
請
求
の
原
因
は
、
一
二
三
一
僚
の
、
事
責
に
闘
す

る
陳
述
で
は
た
い
。

aga.y

。一20
V
O仲
臼

P
E
a
回
岳
町
炉
回
目
・

0
)

ハ
1
)

8. 

以
上
に
よ
う
て
、
知
り
え
た
と
と
ろ
は
、
そ
れ
ほ

E
多
く
な
い
。
二
五
三
傑
二
項
二
読
の
、

い
わ
ゆ
る
請
求
の
原
因
は
、
二

請求について

六
八
傑
の
、
訴
の
原
因
と
同
一
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
れ
ら
と
、

あ
る
。
同
一
物
だ
と
す
る
た
ら
ば
、

一
四
六
僚
の
訴
の
原
因
が
、
同
一
物
で
あ
る
か
に
は
、
疑
問
が

-111-

一
四
六
傑
は
、
請
求
原
因
に
闘
す
る
ニ
タ
の
相
反
す
る
製
設
の
、

い
や
れ
と
も
調
和
す
る
な

請
求
を
特
定
す
る
の
に
必
要
た
要
素
、
請
求
の
同
一
性
を
構
成
す
る
の
に
必
要
た
要
素
が
、
請
求
の
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ



iJ1: 

う
い
う
も
の
が
、
同
一
の
請
求
に
つ
い
て
、
教
伺
あ
り
う
る
と
い
う
黙
に
、
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
請
求
の
原
因
は
、

一一一一

O
傑
三
続
の
事
官
関
係
で
も
た
く
、
二
六
八
俊
一
一
慌
の
、
事
賓
の
陳
述
で
も
訟
く
、
一
二
一
一
二
係
一
項
の
、
事
貰
に
閲
す
る
陳
述

-112ー

E命

で
も
た
い
。
と
れ
ら
の
も
の
は
、
請
求
の
原
因
を
な
す
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
と
も
あ
る
し
、
含
ん
で
い
た
い
と
と
も
あ
り
う
る
。

し
か
じ
、
要
す
る
に
、
請
求
の
原
因
そ
の
も
の
で
は
た
い
。

ハ
1
)

岡
田
百
晋
え
な
ユ
-
a
・臼お・可。
g
g
o
p
N
H
X
Y
F
8
0
も
、
こ
の
こ
と
は
一
際
み
と
め
る
。

g 

法
傑
の
文
理
か
ら
は
、
以
上
の
と
と
し
か
知
り
え
な
い
。
し
か
し
、
と
れ
は
、
と
の
後
の
探
究
の
外
枠
を
な
す
、
い
わ
ば
土

俵
で
あ
る
。
と
の
土
俵
内
に
沿
い
て
、
い
ろ
い
ろ
の
解
鐸
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
の
土
俵
を
は
み
出
る
解
即
時
は
、
遁
首
な
解

樺
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
味
に
お
い
て
、
と
と
で
の
試
み
は
、
役
に
立
た
泣
い
と
と
も
友
か
ろ
う
と
思
う
。

ーー

立

法

治

草

一
に
沿
い
て
は
、
法
保
の
表
現
の
み
に
着
目
し
た
。
と
と
で
は
、
法
保
の
表
現
の
持
。
意
味
内
容
を
、
現
貰
的
立
法
考
が
盛

り
と
ま
せ
た
と
と
ろ
に
従
づ
て
、
探
A
J

て
見
る
と
と
に
す
る
。

1 2 

二
五
三
保
は
、
奮
法
二
一
二

O
傑
を
、
無
費
更
で
稽
承
し
て
い
る
。
奮
法
二
三

O
傑
第
二
項
の
、
起
さ
れ
-
た
請
求
の
目
的
及
び

原
因
の
一
定
の
表
示
(
色
目
。

σ
2
2
5
5
Z
〉
ロ
ぬ
m
v
o
a
g
の
品
。
ロ
∞
言
ロ
a
g
ロ
ロ
円
山
色
。
田

。
「
ロ
ロ
α
0
白
色
。
由
。
吋
}
回
。

σoロ
O
ロ

〉ロ日

U
Eの
伊
国
)
は
、
北
ド
イ
ツ
草
案
一
九
七
保
三
競
が
、
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
と
で
、
北
ド
イ
ツ
草
案
一
九
七

保
三
競
に
た
い
て
、
起
さ
れ
た
請
求
の
目
的
及
原
因
の
一
定
の
表
示
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
経
縛
を
調
ぺ
ょ
う
。

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
四
六
五
保
二
競
の
、

zw背
N
O
Z
匂
器
国

EMR.、
す
た
め
ち
、
旦
ロ
常
吉
田
会

E
E
Zロ
〉
ロ
宮

Z

3 

ま
や
、



円
凶
巾
目
。
。
ぬ
Oロ白押印ロ品。
m
gロ
品
。
門
戸
回
口
品
。
白
血
g

o号
。
σσ
ロ
Oロ
〉
ロ
田
UHJHnロ
国
が
、
十
分
な
表
現
で
あ
る
と
指
示
さ
れ
た
。
が
、

後
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
二
九
六
俊
三
競
、
口
問
。

UM凶円白神色
Z
ロ
民
営
一
円
吋
見
g
n
y
o
p
ω
ロ
田
君
。
-
の
HHOロ
色
。
円
〉
ロ
名
門
信
号
【
凶
2

5
g
o
g
y
o『向。戸
σ四
件
。
神
話
町
内
y
c
g
仏
o
p
問
E
m
mぬ
2
P仏
〈
。
ロ
m
Sロ
a
m
O吋
WOロロ
σmw吋
Nロ
E
R
V
Oロ
・
が
採
用
さ
れ
ー
た
。

(
表
現
。
修
正
が
あ
る
と
と
を
保
留
し
て
)
。
さ
ら
に
、
そ
れ
よ
り
後
に
、

E
O
〉
ロ
ぬ
ωσσ

。。円

d『
o-nyop

、H
，m-げ回向。
voロw
白ロ回

品
。
吋
〉
ロ
曲
目
回
同
・
ロ
の
叩
同
色
。
国
間
E
m
O門田

V
O『
m
o
z
x
z
d
q山
丘
、
吉
田
。
毛
色
仲
回
目
。

o
E。円円凶
O門戸山の
U
白山口門戸

z
s
a
oロ
関
冨
問
。
ぬ
吋
凶
器
色

。
号
。
ロ
ロ
σ
R
N
E
E釦の
VOロ
・
と
い
う
表
現
が
提
案
さ
れ
た
。
と
れ
は
、

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案

九
六
健
三
競
と
、
ほ
と
ん
ど
麗
ら
た
い
。
と
の
提
案
は
、
し
か
し
、
冗
長
に
過
ぎ
て
(
N
C

当

E
Z
M
E片
山
ぬ
)
、
し
か
も
、
完
全
に
五
確

と
は
い
え
た
い

(
E
O
E
〈
O
E
m
w。円円
o
w
d、
と
批
評
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
つ
ま
る
と
と
ろ
、

σ
2
2
5
B
Z
〉
口
問
ωσo
仏
mw目
。
，

omoロ
田
宮
ロ
仏
O田
口
ロ
仏
の
円
ロ
ロ
仏
o
m
e
m
m円四回。
σoロ
Oロ
〉
ロ
名
門
ロ
の
同
岡
田
と
い
う
表
現
に
落
著
し
た
。

と
の
表
現
は
、
い
ろ
ま
で
も

な
く
、

ハ
ノ
オ
グ
ア
草
案
四
六
五
俊
二
競
の
後
段
と
一
致
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
，
択
の
よ
う
友
推
定
が
で
き
よ
う
。

北
ド
イ
ツ
草
案
の
作
成
者
は
、
ハ
ノ
オ
グ
ア
草
案
四
六
五
保
二
競
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
二
九
六
保
三
読
の
南
者
を
、
同
一
内
容

の
具
表
現
と
考
え
た
。
し
た
が
づ
て
、
ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
四
六
五
保
二
競
の
の

E
ロ
岱
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
草
案
二
九
六
保
三
読
の

関
E
m
oぬ
E
ロ
仏
と
同
義
で
あ
り
、
と
れ
ら
は
、
斗
旦
g
n
F
Oロ
に
よ
っ
て
耳
目
白
ロ
ロ
σ号
な
も
の
と
怒
る
が
、

、H
，
m時
国
民
の

FOロ
そ

請求について

れ
自
身
で
は
友
い
。
ま
た
、
関
E
m
o
m
g
n
a
を
耳
目
向
。
ロ
ロ
ヴ
買
に
し
友
い
、
『
旦
E
n
y
oロ
は
、

と
と
で
い
う
、
門
誌
g
n
y
oロ
で

-113ー

は
な
い
。

と
と
ろ
で
、
と
の
ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
四
六
五
傑
二
競
の
表
現
は
、
H
F

」
ん
な
経
過
を
経
た
か
。

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
四
六
五
傑

4 



設

競
の
た
め
に
、

い
ろ
い
ろ
の
案
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
白
山
田

ω
2
3
4
0
吾川広
Z
F
州

W
C附

4
2
H
n
E
O
B
a
o吋

〉ロ曲円】円ロの何回

ー-1U-

ぴ

O
E
E
W
釦ロぬ
omoず
Oロ
4
2
E
O一
口
由
。
ロ
Z
・
と
い
う
提
案
は
否
決
さ
れ
た
。

ao円同出口門的一定
wygロ
ぬ
回
ぬ
吋
ロ
ロ
仏

a
o
m
O吋
HHOσoロぬロ

論

〉
ロ
mHV円ロ
nFm
と
い
う
提
案
も
否
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
仏
g
の
2
ロ
a
s
a
g
o号
。
σσ
ロ
ぬ
ロ
〉
ロ
mU「
ロ
の
討
白
血
。
喝
。
凶
作

g
N
g円

宮
由
民
B
B
Zロ
∞
ONO向
。
げ
ロ
ロ
ロ
ぬ
ロ
ロ
門
凶
悶
司
W
Oロ
ロ
ロ
ロ
肉
色
2
E
O口
忠
芯
沖
仏
O
向
ハ
句
。
円
品
。
吋
ロ
ロ
m

q
問。己ぬ門戸山の}岡山田仲・

と
い
う

提
案
が
採
用
さ
れ
た
が
、
後
に
、
目
。
4
q
o
符
以
下
が
削
除
さ
れ
て
、

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
四
六
五
保
二
競
と
な
っ
-
た
。

以
上
の
事
賓
と
、
そ
の
後
、
商
事
裁
判
所
の
手
積
に
治
け
る
ぐ

2
E仏ロロ
m
g岳
民
ロ
仏
。

に
は
、

品以

H件出
品

wny戸山
nyoロ
図
。
関
門
ム
ロ
ロ
s

。
ロ
ロ
肉
色
。
『
同
E
m
m
は
記
載
す
べ
き
で
な
い
と
、
し
ば
し
ば
説
明
さ
れ
た
事
賓
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
四
六

五
俊
二
競
の
の
2
ロ
色
白
2
2
v
o
σ
oロ
oロ
〉
ロ
弓
門
口
n
E
は
、
事
貰
で
も
な
〈
、
事
宮
関
係
で
も
た
く
、
費
生
原
因
で
も
な
く
、

請
求
の
同
一
性
に
必
要
た
事
項
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
北
ド
イ
ツ
草
案
一
九
七
保
三
競
の
表
現
も
、
同
趣
旨
を
稽
承
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。と

と
ろ
が
、

ず
る
規
定
で
あ
る
け
。

5 

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
四
六
五
傑
二
披
は
、
詐
欺
に
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
商
事
裁
判
所
に
治
け
る
呼
出
欺
に
闘

し
た
が
ヲ
て
、

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
に
お
け
る
、
訴
欺
に
閲
す
る
規
定
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
は
、

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
訴
訟
法
を
基
礎
と
し
て
作
製
さ
れ
た
と
い
・
わ
れ
る
の
で
、

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
訴
訟
法
の
訴
欺
に
闘

す
る
規
定
か
ら
見
ょ
う
。

(

1

)

 

商
事
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
訴
状
提
出
の
ほ
か
、
呼
出
吠
の
・
4

思
蓬
に
よ
っ
て
も
、
訴
は
開
始
さ
れ
た
。

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
訴
訟
法
の
の
訴
般
に
関
す
る
規
定
ば
、

そ
の
第
一
八
四
傑
で
あ
る
。
そ
の
第
一
一
読
は
、
訴
販
の
記
載
事
項
と
し
て
、

mM
ロ。

。
。
骨
即
日
ロ
m
z
w
品。ロ
2
k
v
o
c口。

Nロ
g
B
g
oロ
ゲ
以
ロ
ぬ
ぬ
ロ
品
。

同)mw吋
田
宮
山
口
ロ
ロ
m
a
o円
同
〆
神
田

mwnyoロu

君
。
司
白
ロ
片
品
。
『



ぬ
巴
窓
口
弘

m
o
s
s
Z
O
K
Mロ
弓
『
ロ
の
}
同
門
ony己目。
F
σ
0
2
Z
-
を
必
要

(
g
p回
目
。
ロ
)
と
し
た
。
と
れ
ば
、
普
通
法
訴
訟
の
立
場
に

立
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
書
面
審
理
の
原
則
を
受
け
て
、
買
い
範
閣
に
百
一
っ
て
、
事
責
を
記
載
す
る
と
と
が
要
求
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
訴
訟
法
は
、
普
通
法
訴
訟
の
原
則
の
す
べ
て
を
承
櫨
し
た
の
で
は
友
い
。
手
績
に
た
け
る
直
接

主
義
の
原
則
を
一
貫
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
の
と
と
は
、

一
八
四
傑
一
競
を
緩
和
し
た
一
八
五
傑
に
、
る
ら
わ
れ
て
い
る
。

八
五
傑
は
日
く
、

2
σ
忠
弘
E
m
z
n
v
oロ
同
Z
m
o
p
g浮
〉
g
ロ凶
F
E
o
a
o『
守
口
町
ぬ
Oロ

自
由
含
ヨ

MM問問ロ門凶円。。
H
M
F
aロ
OH1

〉
ロ
ぬ
ωσ0
円四
O回
関
門
司
O円
σ的
問
吋
ロ
ロ
仏
σ間
色
。
回
仏
山
口
ぬ
戸
山
o
y
o
p
m
o
n
y仲田口問。伊仲

σゆ門苫
d
A
P
4
0『ず
OY向日門戸向。
σ
内凶O
吋
回
。
片
岡
H
M
H

ロ山田

。
。
回
国
各
Z
m
Z
P
E
2
0
〉
ロ
宮
σ
0
由
民
阿
君
。
mo
色。円

40円
Nα
ぬ
Oユ
向
。
宮
口
百
号
。
品
。

Nロ
宮
ぬ
O
Y
B
D
G
す
な
わ
ち
、
と
の

結
に
関
す
る
限
り
、
物
権
の
取
得
原
因
は
、
訴
般
の
必
要
的
記
載
事
項
で
は
た
い
。

い
わ
ゆ
る
、

円ゅの伊仲抽出
σom円ロロ仏
Oa

つ
ま
り
、

宮
山
。
ロ
斗
邸
内
g
n
p
oロ
の
う
ち
に
、
訴
扶
に
記
載
す
る
必
要
の
泣
い
も
の
も
ち
る
わ
け
で
あ
る
。

ハ
ノ
オ
グ
ア
訴
訟
訟
は
、
普
通
法
訴
訟
の
基
礎
の
上
に
、
手
踊
聞
の
直
祭
主
義
を
貨
と
う
と
し
た
。

(

2

)

 

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
の
訴
般
の
記
載
事
項
に
闘
す
る
規
定
を
作
製
す
る
に
際
し
て
、
長
い
間
討
議
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

訴
取
の
必
要
的

(
E
E
2ロ
)
記
載
事
項
と
し
て
、

と
の
黙
は
、

同
-
U山市
}
O
E
m
oロ
凶
，
r
m仲
g
o
y
o
p
ω
ロ
剛
毛
色
。
F
O
円
凶
ゆ
円
同
日
以
ぬ
O円
四
O
Z
O
D

〉ロ
3

2
の何回目
S
Z
F
2
0
σ
0目。口。
0
3ロ
斗
2
8
n
y
o
p
ω
E
4
0
-
n
y
oロ
《
凶
作
吋
〉
ロ
3
3
H
n
y
ぬ
OBaoamMgmHMM同仲
2
2ロ
ヂ

請求について

告
穴
E
m
o吋
m
o
m
g可
。
。
ロ
げ
O
H
g
m
gロ
回
o
w
E
R
Oロ

N
g
z
z
h
σ
忠
弘
吉
区
山
岳
O口
問
宮
尚
南
吉
弘
O円
何
一
円
君
。
号
由
民
円
ロ
ロ
【
凶

品
。
出
向
。

-
Zロ
仏
ぬ
0
3向。
z
oロ
河
2
r
z
-
が
提
案
さ
れ
た
。
と
れ
は
、

-115-

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
訴
訟
法
一

一
見
し
て
明
か
で
あ
る
よ
う
に
、

八
四
僚
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
と
の
提
案
は
、
し
か
し
、
激
し
く
反
劃
さ
れ
た
。
と
〈
に
、
物
樺
的
訴
訟
に
お
い
て
、
物
擦
の
取
得
原

因
の
詰
載
を
義
務
づ
け
る
と
と
は
、
手
績
の
自
由
た
進
行
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
倒
え
ば
、
費
買
、
交
換
た
ど



設

の
取
得
原
因
は
、
口
頭
賭
論
に
た
い
て
主
張
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
訴
般
に
抱
哉
さ
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

詰首

扱
わ
れ
る
と
と
に
友
ヲ
た
。
す
訟
わ
ち
、
訴
般
に
つ
い
て
は
、

に
日
く
、
。
目
。
関
z
m
o
項
目
円
品
。
-H2V
切

OVMMHHafgロ
m
o
z
g
E
g
o
-
σ
0
0ロ
己
百
戸
窓
口
aoDω
の宮円山内仲田知伸
N
2
0
ユg
σ
o
p
a

宗
門
司
色
。
v
o
ふ
古
色

-
m
O
B
o
z
oロ
∞
g
z
s
Bロロ
moロ
ロ
ゲ
σ円
40吋
σ。円。凶作。
pboω
の『円山内
z
r
N
O
吉田-曲目ぬ
σσoロ
仏
師
宮
内
凶
・
そ
し

ハ
y
オ
ヴ
ア
草
案
一
二

O
傑
二
慌
に
よ
り
、
岳
ゅ
の
ゆ
田
口
。
vow
者

OHnyo
丘
O
H
J弓
Z
向
。
ロ
山
口
品
。
円

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
一
三
二
傑
(
第
二
讃
合
案
問
。
山
口
nwo
に
よ
る
U

-118ー

れ
た
。
と
ろ
し
て
、
と
の
提
案
は
、
大
多
数
を
以
て
、
否
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
訴
販
の
記
載
は
、
準
備
蓄
聞
の
記
載
と
同
様
に
取

て
、
準
備
書
面
に
沿
い
て
は
、

、H，
mwぬ
F
F
3
N戸
田
件
。
ロ
opσ
何回
σ目的の伊丹山
m
m
H
H
E四
件
。
官
。
円

W
E
Nぬ
O片山目的作。ロ

ωσ0吋
〈

O口出仲間古門回目ぬ
Oロ
〉
ロ
ぬ
mwσ0
品
。
由
丘

0
・

目。
-σoロ
vom円
ロ
ロ
含
ロ
門
目
。
ロ
吾

m
w
z
r
E山
岳
OD
〈
耳
目
岡
山

F
Z凶
器
♂
ロ
宮

E
ぬ
O口同
m
H
H
Z
S
Z
〉口内山
0
5ロ
ロ
ぬ
色
。
門

B
包
括
。
σ命
中

-
仏
Oロ
の
2
日

nyZHVロロ
E
0・
を
記
載
す
べ
き
な
己
目
。
ロ
)
で
あ
る
の
で
、
訴
般
に
も
、

ζ

の
程
皮
の
内
容
が
、
記
載
さ
る
べ
き
で
る

る

(mazロ
)
と
さ
れ
た
。

と
と
に
沿
い
て
、
北
ド
イ
ツ
草
案
一
九
七
保
一
二
慌
が
、

ハ
ノ
オ
ヴ
ア
草
案
四
六
五
保
二
披
の
、
い
わ
ゆ
る

E
W
C
E
2
0
吋
富
田
口
ロ
ぬ
=
を
採
用
し
た
と
い
う
事
賢
か
ら
、
次
の
よ
う
友

推
定
が
、
友
さ
れ
得
ょ
う
。
北
ド
イ
ツ
草
案
一
九
七
保
三
競
、
し
た
が
づ
て
、
奮
法
二
一
一
一

O
保
二
披
、
現
行
法
二
五
三
俊
二
披
に
沿

6 

ハ
ノ
オ
グ
ア
草
案
ニ
コ
二
傑
公
よ
ぴ
一
二

O
保
二
読
を
採
用
し
た
い

で、け
る
、
の
円
ロ
ロ
品
会
w田
0
5
0ずゆロ
oロ
K
F
ロ
名
門
戸
の
冨
は
、
鹿
い
意
味
で
の
円
o
n
v
z
σ
o
m三
回
口
角
栄
出
品
。
口
、
円
ω
Z
R
V
O
D
で
は
、
も

ち
ろ
ん
な
い
。
同
E
ぬ
Oぬ
2
5
a
を
耳
目
noロロ
σ尽
に
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、
〉
ロ
回
目
M
E
n
v
の

E
o
Eん
仲
間
伊
丹
を
一
部
ず
に
必
要
注

↓2
E
n
y
oロ
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
権
の
取
得
原
因
ば
と
の

4
m
g
s
v
oロ
に
は
含
ま
れ
な
い
か
ら
、
一
同
戸
山
ぬ
o
m
Eロ
【
凶
を

2
w
t

。
ロ
ロ
ぴ
常
に
す
る
と
い
う
と
と
は
、
そ
の
趣
旨
に
解
鐸
さ
れ
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
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1 

=
に
沿
い
て
は
、
現
賓
的
立
法
者
が
盛
り
と
ま
せ
た
意
味
が
、
探
究
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
理
念
的
立
法
者
の
意
思
が
探
ら
れ

る
。
と
と
で
は
、
理
念
的
立
法
者
の
意
思
を
探
り
え
て
い
る
と
競
い
あ
う
、
諸
々
の
壌
設
の
ほ
か
に
、
第
一
二
草
案
。
哩
白
書
も
、

資

料
と
さ
れ
る
。
理
由
書
と
い
う
も
の
は
、
通
常
は
、
現
宜
的
立
法
者
の
意
思
を
探
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

理
由
書
の
作
成
者
が
、

と
の
保
件
の
充
足
に
難
騎
が
あ
る
場
合
に

同
時
に
草
案
の
作
成
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
れ
J

て、

は
、
理
由
書
は
、
む
し
ろ
、
ひ
と
う
の
解
耀
駿
一
哉
と
見
る
ほ
う
が
、
誼
宮
た
取
扱
い
方
で
あ
ろ
う
す
と
と
で
問
題
に
た
う
て
い
る
、

二
五
三
保
二
披
の
表
現
は
、
第
三
草
案
で
は
じ
め
て
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
は
友
い
。
二
に
沿
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
曲
折
を

経
て
い
る
。

理
白
書
を
作
成
し
た
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
た

理
白
書
の
作
成
者
は
、

理
由
書
の
設
明
は
、

し
か
し
、

と
の
よ
う
な
曲
折
を
辿
っ
た
上
で
、

い川町。

ひ
と
ワ
の
解
韓
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

し
た
が
ヲ
て
、

そ
う
い
う
、

る。
ハ
1
)

妥
当
民
営
吋

F

N
吋。.、

F
u
e
w
・

ハ
2
)

吋
え
2
吉
田
w
e
H
d
o
v。
け
回
∞
切

F
g
v
a
g
参
照

(

3

)

 

可。件。
H
m
o
ロ・。
HHHOHH
。件目∞・
m
-
a
∞ω.

請求について

二
五
三
僚
の
、
の
円
己
ロ
。

a
g
o号。
σoロ
O
ロ
〉
ロ
回
目
)
司
ロ
の
げ
ゅ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
奮
法
(
二
三

O
傑
)
時
代
か
ら
、
解

2 
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耀
が
岐
れ
て
い
た
。
二
六
八
僚
の
、

相
内

E
m
oぬ
門
ロ
ロ
色
。
意
味
に
つ
い
て
も
、
京
法
(
二
四

O
保
)
時
代
か
ら
、
解
鐸
が
岐
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
前
者
と
後
者
と
は
、
同
一
物
の
異
表
現
で
あ
る
と
い
う
結
で
は
、
解
鐸
は
岐
れ
て
い
な
か
づ
た
け
。

し
た
が
づ
て
、

〆



設

解
樺
の
肢
れ
方
は
、
前
者
と
後
者
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
そ
の
黙
を
、
と
れ
か
ら
、
検
討
し
よ
う
。

の
2
ロ
円
四
含
目
。
円
ぎ

σ
g
g
〉
ロ
目
。

2
各
回
の
解
鐸
に
ヴ
い
て
は
、
理
由
記
載
読

3
c
z
gロ
N

山
芯
門
戸
口
ぬ
匁

Z
O吋
円
。
)
の
名
の

論

も
と
に
醒
め
ら
れ
る
単
一
議
タ
と
、
識
別
詮

(Hロ門
H
Z
Eロ
MHZ
曲目。円ロロ
m
m
p
o
o
ユov
の
名
の
も
と
に
纏
め
ら
れ
る
接
説
的
と
が
封
立
し

-118ー

た
。
し
か
る
に
、
現
在
に
沿
い
て
は
、
と
の
封
立
は
、
賓
際
の
上
に
お
い
て
は
、
重
要
性
を
、
以
前
ほ
ど
有
し
な
い
。
そ
と
で
、
と

の
封
立
の
原
因
と
、
と
の
劃
立
が
、
そ
の
後
、
理
論
の
上
で
は
と
も
か
く
、
賓
際
の
上
で
、
そ
の
重
要
性
を
失
ヲ
て
い
づ
た
過
程
と

そ
の
意
味
と
が
、
追
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
1〉

MVO伸。吋
mw

。回・。吋
dov。仲凶∞・

FAMh山『・

mo国
内
向
。
吋
時
一
凶

N]

勺。-
m
u
h『・

azdHargpロロ
H
問。。同
r

N
吋。・
2

・凶山田
m
y

〈

2
)

国
間

R
U
B
S
F
M
V
E
Z
Z
E
Pロ
。
F
浮

2
島
g
pロロ
H同
g
v・
4
5
B
g
p
d司己目。
Z
E
H
H
6
4・

(
3
U
 

問。
-
Z
F
F
M
E
m
H
E
M
-
o附
opzoamof
。
a
w
R
F
M骨2
m
g
-
H
H
O
E
O
W
0・印。
HH自
己
骨
(
阿
世
)
・
晋
SROHF
』
司

HEr・

理
由
記
載
設
は
い
う
。
の

2
ロ
仏
身
一
目
。
門
町
。
σ
oロ
2
M
〉ロ
mHM吋
ロ
の
}
岡
田
は
、
円
o
n
v
z
σ
oぬ
ユ
ロ
色
。
ロ
品
。
一
ロ
斗
HH知仲田町酬の
y
oロ
又

3 
は

阿白血ぬ
O
仲}岡山神田胞の
F
O
ロ

で
あ
る
の
。
し
た
が
ヲ
て
、

と
れ
の
鑓
更
は
、

訴
の
費
更
で
あ
る
。
と
。
識
別
設
は
い
う
。

。円ロロ門同

。
。
問
。
吋
町
。
σ
oロ
oロ
〉
ロ
田
宮
-cnH岡
田
は
、
そ
れ
か
ら
、
原
告
が
、

〉
ロ
名
門
戸
Hny
を
導
き
出
す
と
と
る
の
、

H
N
o
n
F
Z〈
め
『

V
弘仲ロ町田

で
あ
る
。
と
れ
が
費
更
さ
れ
た
い
限
り
、
事
賓
に
よ
る
理
由
づ
け
の
嬰
更
は
、
訴
の
費
更
で
は
泣
い
。
と
。

理
由
記
載
設
と
、
識
別
設
と
が
、
そ
の
趨
用
に
お
い
て
・
、
明
確
左
封
照
を
一
不
ず
の
は
、
門
出
ロ
巴
日
n
y
o
同
z
m
o
に
沿
い
て
で
あ
る
。

す
た
わ
ち
、
理
由
記
載
設
に
よ
れ
ば
、
係
争
樫
利
の
殻
生
原
因
は
、
請
求
原
因
の
一
。
で
あ
り
、
し
た
が
ヲ
て
、
た
だ
、
物
権
を
記

載
し
た
だ
け
で
は
、
詐
欺
の
記
載
と
し
て
十
分
で
な
い
。
と
れ
に
反
し
、
識
別
設
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
請
求
が
導
き
出
さ
れ
る
と

と
ろ
の
、
物
樺
の
記
載
だ
け
で
、
請
求
の
原
因
と
し
て
、
十
分
で
あ
る
。



理
由
-
記
載
設
の
足
場
と
な
っ
た
、
第
三
草
案
理
白
書
に
け
る
、
請
求
原
因
の
定
義
は
っ
.
き
の
と
お
習
で
あ
る
。

a
E
ぃ
。
M
M
山
由
。
ロ
目
門
-
w
m
v
-
Z
H
E
H
H
O
回
凶
4
0
Z
H
H
@
国
P
O
M
V
嗣
山
[
H
v
m
m
m
p
r
o
a
。
u
r
一
即
時
調
。
M
Z
E
F
O
固
に
。
σ
F
4
F
a
p
ロ
a
o
v
m
。
。
本
山
田
⑮
伸
也
同
国
島
・
色
。
回
。
吋
一
V
0
・

(

1

)

 
げ@回。ロ
k
p
国
m
句
吋
M
H
。
V
と
a
M
出
向
。
同
町
。
H
a
。
回
品
。
H
W
同
窓
ぬ
。
塁
。
田
宮
仲
m
v
同
色
。
出
回
出
血
岡
田
冊
目
。
回
。
M
H
B
宮
内
凶
ロ
司
。
M
H
位
。
出
切
。
】
同
】
H
V
ぬ
窓
口
d
E
W
吋
目
。
仲
N
F

。吋由。V@同HHOHH周回目MV盟国@ロ:・凡位。史uov-Eげ由民司EHH色。ロ品。ロ時HHHV-590V@ロ・

4 

理
由
詔
載
識
を
、
少
し
〈
、
詳
し
〈
見
ょ
う
。

。
円

ロ
ロ
Cl. 

Cl. 
0 
目。
吋

ロ‘o z 
p 
o 
D 

〉
ロ
回
'tl 
'"1 
出。
ロ‘
国

と
し
て
は、

内
凶
官
。
o
g
g
S
F
Z
伸
宏
司
司
ゅ
の
宮
田
吉
岡
司
ロ
ロ
品
。
ロ
向
。
ロ

、H
，MH仲田平

。
r
o
ロ
が
記
載
さ
れ
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
べ
て
の
、

司
め
の
冨
目
。
司
N
O
ロ
ぬ
ゆ
ロ
仏
O
一
ロ
、
『
何
回
m
H
神
田
m
n
y
o
ロ
が
、
訴
般
に
完
全
に
詔
載

さ
れ
た
い
と
き
は
、
訴
肢
は
、
理
統
あ
る
訴
欺
で
あ
る
。
訴
欺
に
記
載
さ
れ
た

れ
る
と
き
は
、
同
E
m
o
関
門
戸
吉
弘
の
費
更
で
あ
る
。

が
措
変
更
さ

昨
日
M
H
H
仲
田
町
仙
の
回
同
日
目
n
v
o
口
同
w
o
m
『
ロ
ロ
仏
ロ
D
m

請
求
が
、
明
確
に
、
宮
内
出
4
5
c
m
回
目
白
山

0
3ロ
さ
れ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
訴
股
中
に
沿
い
て
、
す
で
に
完
全
に
由
民
σ
目
g
a

ロNHMO円。ロ

さ
れ
て
い
怠
け
れ
ば
-
な
ら
な
い
。
原
告
は
、
議
備
的
に
主
張
す
べ
き
と
と
を
も
、
す
べ
て
、
強
め
訴
航
中
に
会
い
て
主

張
し
な
け
れ
ば
法
ら
な
い
。
危
か
で
も
、
争
に
係
る
擢
利
の
費
生
に
闘
す
る
事
由
は
、
す
べ
て
、
と
れ
を
務
め
訴
獄
中
に
沿
い
て
主

張
し
た
け
れ
ぽ
友
ら
泣
い
。
別
注
言
葉
で
い
え
ば
、
立
詮
を
必
要
と
す
る
事
賓
は
、
す
べ
て
、
輪
開
め
訴
獄
中
に
、
記
載
さ
れ
た
け
れ

請求について

ば
な
ら
訟
凶
。
し
た
が
ヲ
て
、
請
求
が
、
他
の
請
求
と
取
り
か
え
ら
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
請
求
の

が
失
わ
れ
た

同aoロ件同時一釦伸

場
合
に
、
請
求
原
因
の
費
更
が
あ
る
ば
か
り
で
た
く
、
請
求
が
、
他
の
理
由
で
、
理
由
歩
け
ら
れ
た
場
合
に
も
、
請
求
原
因
の
揖
変
更

が
あ
る
。
訴
の
費
更
や
既
判
力
に
沿
い
て
は
、
請
求
の

-119ー

z
o
E
は
常
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
友
ら
ば
、
理
由
記
載
設
に
よ
れ
ば
、

別
異
に
m
g
σ
m
g
ロ
N
ロ

0
5ロ
さ
れ
た
請
求
は
、
も
は
や
、
同
一
請
求
で
は
た
い
と
と
に
友
る
。
請
求
の
の
O
ぬ
2
M
m
g
ロ
仏

ゃ
、
藷



設

求
が
導
出
さ
れ
た
河
o
n
p
g〈

2
5戸仲
E

g

が
鑓
ら
な
く
て
も
、
請
求
の

5
2∞
仰
の
巴
山
岳
O
切

OMH
『
ロ
ロ
門
出
ロ
ロ
ぬ
が
壁
札
ば
、
請
求

は
、
そ
の
性
質
に
沿
い
て
費
る
。
か
仏
か
で
も
、
別
異
の
何
ロ
g
g
v
g
p岡
田
ぬ
吋
ロ
ロ
。

が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
請
求
は
、
そ
の
性
質

-120-

論

に
沿
い
て
費
る
。

5 

円

J
Fに
、
識
別
設
を
、
少
し
〈
、
詳
し
く
見
ょ
う
。

。
『
ロ
ロ
色
色
。
ω
。門町
0
σ
oロ
oロ
〉
ロ
m
H
M同

1zn吋
回
目

と
は
、

。
白
印
刷
N
Oの
F
Zく
O
司宮町即席ロ山田印
wmwHHω4『巴の
F
O
ロ
・
品
。
円
同
区
ぬ
角
川
『
即
日
nHMO

〉ロ回目
V
2
H
n
v
m
Hげ
ぬ
命
日
用
品
件
。
神
話
可
仏

で
あ
る
。
と
う
し
た
権
利
た
い
し
法
律
関
係
の
存
在
が
、
認
め
ら
れ
る
か
認
め
ら
れ
な
い
か
に

ょ
う
て
、
訴
が
理
由
あ
る
か
友
い
か
が
定
め
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
と
う
し
た
権
利
な
い
し
法
律
闘
係
が
、
訴
に
よ
る
請
求
の
性
質

を
決
定
す
る
要
因
で
あ
る
。
す
、
な
わ
ち
、
と
れ
に
よ
う
て
、
訴
訟
の
劃
象
が
決
ま
り
、
裁
判
の
封
象
が
定
ま
る
。
と
れ
に
よ
っ
て
、

い
く
づ
か
の
訴
が
、
同
一
で
る
る
か
た
い
か
が
定
ま
り
、

と
の
同
一
性
が
基
準
と
た
っ
て
、
後
訴
に
封
し
て
は
訴
訟
繋
属
の
抗
組
問
が

封
抗
し
、
あ
る
い
は
、
既
判
力
の
抗
摺
が
封
抗
す
る
。
と
う
し
た
権
利
な
い
し
は
法
律
関
係
、
ま
た
は
、

と
う
し
た
機
利
‘
た
い
し
法

律
関
係
か
ら
請
求
が
導
き
出
さ
れ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
ろ
と
と
を
示
す
事
費
、
が
訴
叫
駄
に
記
載
さ
れ
れ
ば
、
訴
欺
の
記
載

事
項
と
し
て
十
分
で
あ
る
。
と
ろ
し
た
権
利
た
仏
し
法
律
闘
係
の
同
一
性
は
、
訴
の
費
更
が
あ
る
か
・
な
い
か
が
問
題
で
あ
る
場
合
の

基
準
で
あ
る
。

s 
折
衷
設
の
の
ひ
と
つ
を
見
ょ
う
。

物
格
的
訴
に
沿
い
て
、
訴
般
に
、
単
に
、
物
的
権
利
の
み
を
記
載
し
、
そ
の
物
的
権
利
の
存
在
を
理
出
歩
け
る
事
賓
を
記
載
し
た

い
と
と
は
、
事
情
に
よ
ヲ
て
は
許
さ
れ
る
。
問
え
ば
、
所
有
権
に
基
く
、
妨
害
排
除
請
求
少
訴
に
た
い
て
、
所
有
権
の
存
在
が
、
は

じ
め
か
ら
、
別
に
守
ゐ
れ
て
い
た
く
、
訴
訟
の
詮
中
に
た
い
て
も
争
わ
れ
る
と
と
が
な
い
と
い
う
児
込
が
あ
る
場
合
が
、
そ
の
一
例



で
あ
る
。

と
の
折
衷
設
が
、

一
歩
進
む
と
、
衣
の
よ
う
に
た
る
。
事
賓
の
中
で
も
、
直
接
に
請
求
の
基
礎
を
成
求
。
で
は
ゑ
く
て
、
請
求
。

前
提
要
件
を
成
す
他
の
樫
利
を
理
由
づ
け
る
と
と
ろ
の
事
貰
は
、
訴
欺
に
記
載
さ
れ
訟
け
れ
ば
た
ら
た
い
と
と
は
友
い
。
例
え
ば
、

役
植
に
閲
ず
る
訴
に
た
い
て
、
要
役
地
の
所
有
権
は
記
載
さ
れ
る
に
及
ば
な
い
。

ハ
1
)

a
gロ
ダ
岡
，

H
E
r
m
-
z
o
v自
己
仲
(
尉
)

τ 

マ
イ
ヤ
ア
O
の
準
設
を
見
ょ
う
。

民
訴
ニ
コ
一

O
保
O

意
味
に
た
け
る
請
求
は
、

【
凶
器
山

E
M
N
σ
n
y
Z
2
3宗
門
凶

0
5
0
0ぬロ
O
吋
ぬ
O
ぬ
O
ロ
{
W
U
O
司
耳
目
回
。
σ
oロ
o
J可
。
ュ
?

口
問
。
ロ
命
日
D
O即
ず

ο由
民

2
2
Zロ
〈
旦
F
M
H
X
O
ロ
田
で
あ
る
。
と
白
訴
訟
上
白
請
求
は
、
話
(
賓
鰭
)
法
と
は
、
概
念
的
に
、
何
D

関

係
も
た
い
。
原
告
は
、
請
求
を
理
由
・
ヂ
け
る
た
め
に
、
彼
の
欲
す
る
と
と
ろ
を
主
張
す
る
。
そ
の
主
張
事
賓
が
、
特
定
権
利
侵
害
を

一
不
す
の
に
渇
し
た
も
白
で
あ
る
か
左
う
か
は
、
訴
提
起
D
際
に
は
問
題
で
友
く
、
そ
れ
は
そ
白
後
の
裁
判
に
沿
け
る
問
題
で
、
裁
判

官
。
仕
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詐
欺
に
記
載
さ
れ
る
と
と
を
必
要
と
す
る
と
と
ろ
の
、
請
求
の
原
因
と
は
、

(
賓
韓
的
)
法
律

関
係
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、

H
U

と
つ
の
、
事
件
関
係
、
具
穂
的
な
経
過
な
い
し
股
態
で
る
り
、
と
の
事
件
関
係
が
、
訴
扶
白
中
に
、

特
定
さ
れ
て
他
と
医
別
さ
れ
う
る
程
度
に
記
載
さ
れ
る
と
と
が
必
要
た
の
で
あ
る
。
請
求
を
法
律
上
理
由
あ
る
も
の
と
し
て
見
え
さ

せ
る
よ
う
な
事
置
を
陳
述
す
る
と
と
は
法
律
の
知
識
の
た
い
古
事
者
に
は
不
可
能
訟
と
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
方
、
事
件
関
係
に

&f1求について

開
局
す
る
事
賓
の
す
ぺ
て
を
、
あ
ま
す
と
と
ろ
な
く
陳
述
す
る
と
と
も
ま
た
必
要
で
た
い
。
と
い
っ
て
、
請
求
の
原
因
を
特
定
す
る
た
め

に、

εん
な
要
素
を
記
述
す
れ
ば
よ
い
か
は
、

-121-

一
概
に
は
言
う
と
と
が
で
き
な
い
。
個
々
の
事
件
に
よ
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
と
異
り
う

る
。
と
も
か
く
プ
要
す
る
に
、
訴
般
に
沿
い
て
は
、
原
告
は
、
何
を
欲
す
る
か
を
言
い
、
そ
し
て
、
原
告
が
そ
の
請
求
を
導
き
出
す



設

と
と
ろ
の
事
買
を
陳
述
す
る
な
ら
ば
十
分
で
あ
る
。
請
求
が
理
由
な
い
場
合
、
し
か
も
主
張
さ
れ
た
賓
轄
権
が
存
在
し
な
い
と
と

が
、
後
に
至
。
て
明
ら
か
と
な
づ
た
場
合
D

み
な
ら
歩
、
起
さ
れ
た
請
求
が
は
じ
め
か
ら
不
嘗
で
あ
り
、
賓
瞳
権
D
主
張
を
含
ま
友

論

い
場
合
で
も
、
訴
訟
と
請
求
は
、
存
在
す
る
。
と
D
よ
う
な
場
合
で
も
、
訴
は
提
起
さ
れ
て
い
る
D

で
あ
り
、
訴
は
不
趨
法
と
し
て

-122-

却
下
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
他
に
本
案
判
決
要
件
が
備
わ
う
て
い
る
斗
な
ら
ば
、
請
求
を
否
定
す
る
本
案
判
決
を
筑
す
べ
き
で
あ
る
。

(

1

)

 

マ
イ
ヤ
ア
の
撃
訟
に
つ
い
て
は

民
主
2
ハM
H
V
k
r
E句
2
0
V
C
H
H
P
出

ooE妥
3
2・
中
田
淳
}
・
請
求
の
問
)
性
・
一
一
一
五
論
議
一
一
一
が

参
照
さ
れ
た
。

8 

ロ
オ
ゼ
ン
ペ
ル
ク
0
0
見
解
を
見
ょ
う
。

請
求
と
は
、
内
凶
器
史
民
円
ゅ
の
宮
田
回
両
日
常
B
E
m
o
忠
誠
宮
内
包
門
戸
ロ
ぬ

o
z
o円
河
ゅ
の
宮
前
皆
同
問
。
問
。
円
問
。

Z
2
0
閃

mmHOE-op
内凶器

品目

HRV
品
。
ロ
肉
a
z
-
-
Zロ
〉
5
3
m
ロロ門回。

g
N
C
O
E耳
切
。
関
与
ロ

a
sロ
ぬ
き
話
。
仲

B
肉
opoロ
∞
ω
n
H
2
0岳
山
円
件
関
o
w
o
p

で
あ
る
。
民
事
訴
訟
に
沿
い
て
は
、
原
告
が
事
賓
を
陳
述
し
て
、
あ
と
は
然
る
べ
く
解
決
し
て
貰
い
た
い
と

ロ
N
O
K
Fロ
2
4
1
E・

い
う
の
で
は
裁
判
所
は
そ
れ
に
封
臨
し
え
た
い
の
で
あ
っ
て
、
原
告
は
、

一
定
の
法
律
効
果
の
主
張
、
す
友
わ
ち
樫
利
主
張
を
し
た

け
れ
ば
な
ら
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
原
告
は
、
事
貰
を
法
律
に
あ
て
は
め
る
と
と
を
す
る
必
要
は
た
い
。

E
E
E
 

E
2
c
E
W
門
官
ぴ
。
巴
岳
吉
田
・

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
裁
判
官
。
仕
事
で
あ
る
。
原
告
と
し
て
な
す
べ
き
と
と
は
、
訴
訟
に
お
い
て

一
定
の
申
立
を
注
し
、
も
づ
て
、
訴
に
よ
れ
J

て
何
を
欲
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
、
と
の
申
立
を
理
由
や
け
る
事
費
閥

係
を
陳
述
す
る
と
と
に
う
き
る
。
と
の
事
賓
闘
係
の
陳
述
は
、
事
賞
、
い
わ
ゆ
る
具
瞳
的
法
律
事
賓
又
は
歴
史
の
記
述
、
す
・
な
わ
ち

睦
史
的
経
過
D
記
述
で
あ
づ
て
、
決
し
て
、
法
的
見
地
D
陳
述
で
は
た
い
。
又
、
で
あ
づ
て
は
た
ら
た
い
.
。
訴
訟
の
劃
象
ば
、
事
責

で
は
た
く
、
法
律
効
果
で
あ
る
け
れ
刊
と
も
、
と
り
法
律
効
果
は
民
法
C
概
念
で
表
現
さ
れ
る
と
と
は
で
き
注
い
。
民
法
の
概
念
で
経



過
の
一
部
が
表
現
さ
れ
て
も
、
法
律
効
果
と
は
直
接
の
閥
係
は
な
い
。
例
え
ば
、

一
定
。
事
賞
閥
係
を
基
と
し
て
、
占
有
の
訴
と
し

て
提
起
さ
れ
た
物
の
返
還
請
求
C

訴
が
、
所
有
権
に
基
き
認
容
さ
れ
る
と
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
D
場
合
、
首
事
者
白
申
立
て
怒
い

事
項
に
づ
い
て
裁
判
し
た
と
と
に
も
か
仏
ら
・
ヂ
、
訴
訟
上
の
請
求
の
費
更
で
も
泣
い
。
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
上
白
請
求
は
、
原
告
の
一

定
。
申
立
と
そ
れ
を
理
出
歩
け
る
事
震
関
係
と
D

二
円
J
D
要
素
に
よ
づ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
づ
て
、
請
求
原
閣
と
は
、

ω却
の
H
H
a

〈ゆ門町内
H
Z
で
あ
る
。
法
律
効
果
。
必
要
要
件
で
あ
る
と
と
ろ
の
事
貫
一
一
複
合
轄
で
あ
る
。
法
律
効
来
自
身
で
は
た
い
。
事
賓
か
ら
導
出

さ
れ
る
賓
鰭
的
法
律
関
係
で
も
泣
い
。
い
わ
ゆ
る
基
礎
闘
係
ム
な
い
し
基
礎
と
な
づ
て
い
る
権
利
で
も
た
い
。

(

1

)

 

ロ
オ
ゼ

ν
ペ
ル
ク
の
事
訟
に
つ
い
て
は
、

刷。皿

gza-FozzoyH-hpd出
・
中
国
淳
一
・
請
求
の
同
一
一
性
・
三
五
論
議
一
一
一
、
同
・

訴
訟
物
概
念
に
闘
す
る
ロ
1
ゼ
ン
ペ
ル
ヒ
の
見
解
・
二
九
論
議
三
、
が
参
照
さ
れ
た
。

g 

一
キ
シ
ユ
O
D
見
解
を
見
ょ
う
。

原
告
は
、
園
家
D
権
利
保
護
を
得
る
・
た
め
に
、
裁
判
所
に
封
し
て
権
利
主
張
を
な
す
。
と
の
権
利
主
張
に
つ
い
て
、
既
判
力
あ
る

裁
判
が
な
さ
れ
る
。
訴
訟
上
の
請
求
と
は
、
と
の
よ
う
な
楼
利
主
張
を
い
う
。
樺
利
主
張
は
、
権
利
保
護
の
必
要
の
い
か
ん
に
従
ヲ

て
、
二
種
が
あ
る
。
そ
の
一
一
は
、

一
定
。
法
律
上
の
性
質
又
は

O
R
E
2
w耳
目
。
ロ
を
持
フ
た
具
鰭
的
権
利
の
主
張
で
る
づ
て
、
身

分
法
、
親
族
法
、
物
権
法
上
白
支
配
権
や
櫨
積
的
債
権
関
係
。
貰
暗
法
上
の
性
質
の
確
定
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
と
白
頼
。
権

請求について.

利
主
張
を
包
む
申
立
が
属
さ
れ
る
D

が
普
通
で
あ
る
。
そ
D

二
は
、
法
的
性
質
決
定
を
経
友
い
と
と
ろ
の
様
利
主
張
で
あ
り
、
と
れ

は
、
翠
な
る
法
律
効
果
の
主
張
(
門
出

o
E
2
5
河
内
広
言
的
問
。
日
ぬ
οσoymEH}Zロ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
告
が
被
告
に
封
し
一
定
金

-123ー

額
の
支
梯
や
一
定
物
の
返
還
等
の
給
付
判
決
を
求
め
、
又
は
柊
姻

C
無
効
、
離
婚
を
求
め
る
よ
う
に
、
種
々
の
法
律
(
要
件
)
事
賢

か
ら
同
一
内
容
D
種
々
D
賓
障
擦
が
生
じ
う
る
場
合
に
は
、
原
告
は
、
給
付
判
決
又
は
権
利
費
更
が
、
ま
さ
に
特
定
C
法
的
見
地
か



設

ら
矯
さ
れ
る
と
と
を
申
立
て
、
そ
し
て
原
告
の
権
利
主
張
を
、
と
れ
に
従
っ
て
特
殊
化
ず
る
利
益
は
何
ら
有
し
な
い
。
原
告
の
権
利

-124ー

保
護
の
必
要
と
い
う
馳
に
づ
い
て
は
、
と
の
よ
う
な
法
的
性
質
決
定
と
は
無
関
係
の
給
付
判
決
又
は
形
成
判
決
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

論

し
た
が
づ
て
、
請
求
原
因
と
は
、
と
の
法
律
効
果
主
張
を
識
別
す
る
に
足
る
事
賞
で
ち
る
。
と
の
事
置
は
、
賢
暗
法
が
特
定
白
樺
利

の
殻
生
原
因
と
し
て
定
め
る
事
震
に
諸
官
す
る
必
要
は
注
い
。
と
の
よ
う
た
賓
轄
権
白
存
在
傑
件
と
は
無
闘
係
に
、
原
告
が
、
そ
白

法
律
効
果
の
主
張
(
・
申
立
)
を
理
由
歩
け
う
る
と
考
え
て
陳
述
す
る
と
と
ろ
の
、

一
定
。
生
活
上
の
経
歴
又
は
歴
史
的
出
来
事
|
|

し
か
も
、
請
求
の
原
因
を
た
す
伺
k

の
事
貰
を
法
律
的
評
債
を
以
て
整
理
し
な
い
ま
ま
の
、
自
然
的
観
察
に
た
い
て
結
合
し
た
氏
。

ー
ー
で
あ
る
。
し
た
が
う
て
、
と
の
場
合
に
、
原
告
の
提
出
す
る
事
震
関
係

3
2
v
g『
EH円
)
か
ら
法
誼
用
の
結
果
生
・
ヂ
ベ
き
貫

膿
樺
は
、
原
告
の
権
利
主
張
の
営
否
を
判
断
す
べ
き
法
的
見
地
で
あ
っ
て
、
訴
訟
物
た
る
請
求
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
又
、
確
定
さ

れ
た
事
賞
闘
係
か
ら
原
告
の
主
張
す
る
法
律
効
果
と
同
一
白
内
容
を
有
す
る
賓
館
協
憶
が
生
・
ヂ
る
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
原
告
に
と
の

特
定
。
貰
時
樫
を
認
容
す
べ
き
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
原
告
は
、
そ
の
よ
う
な
と
と
は
申
立
て
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裁
判

所
は
た
だ
原
告
の
法
律
効
果
の
主
張
の
み
を
認
容
す
べ
き
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
賓
館
桜
は
、
H
ζ

と
ま
で
も
、
裁
判
所
が
原
告
の
擢

利
主
張
の
営
否
を
判
断
す
べ
き
裁
判
理
由
(
出
品
。
ロ
ロ
宮
山
田
ぬ

E
ロ
仏
)

で
あ
づ
て
、
決
し
て
裁
判
の
封
象
で
は
た
い
。

(

1

)

 

ニ
キ
シ
ユ
の
間
半
訟
に
つ
い
て
は
、
中
国
淳
一
・
請
求
の
同
一
性
・
三
五
論
議
三
が
参
照
さ
れ
た
。

10 

以
上
で
、
拳
設
が
、
ご
〈
ひ
と
と
た
り
、

概
観
さ
れ
た
。

と
れ
か
ら
、

と
れ
ら
の
準
設
が
狙
上
に
置
か
札
て
、

検
討
さ
れ

る。
検
討
に
あ
た
っ
て
、
ま
や
集
付
か
さ
れ
る
D

は、

マ
イ
ヤ
ア
、

ロ
オ
ゼ
ン
ペ
ル
グ
、

一
キ
シ
ユ

O
製
設
が
、
理
市
詰
哉
説
・
識
別

設
と
、
そ
の
北
川
底
を
異
に
し
て
い
る
よ
λ

，
に
見
え
る
と
と
で
あ
る
。
ょ
「
ノ
マ
、
前
者
群
を
か
り
に
新
準
設
と
よ
ぴ
、
後
者
を
礎
的
製
設



と
よ
ぶ
と
と
に
す
る
。

11 

極
端
た
理
由
記
載
詑
D
護
生
は
、
普
通
法
か
ら
近
代
民
事
訴
訟
法
へ
の
費
移
が
行
わ
れ
た
ば
か
り
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
。

た
と
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
理
由
が
判
明
す
る
。
第
三
草
案
作
成
者
と
同
一
の
人
で
な
い
の
理
白
書
作
成
者
が
、

普
通
法
四
解
説

書
で
あ
る
と
と
ろ
の
当

2
8ロ
D
著
書
に
沿
け
る
、
当
ZNo--
の
定
義
を
模
思
し
て
の
理
由
書
に
採
り
い
れ
た
た
め
に
、
理
由
記

載
設
に
足
場
が
奥
え
ら
れ
た
D

で
あ
う
た
。
し
か
し
、
と
白
理
白
書
の
定
義
は
、
書
面
主
義
と
同
時
提
出
主
義
と
が
、
厳
格
に
貰
か

れ
た
普
通
法
又
は
プ
ロ
イ
セ
ン
法
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
う
て
、
口
頭
主
義
を
採
用
し
、
同
時
提
出
主
義
を
採
用
し
た
い
近

し
た
が
づ
て
、
極
端
た
理
由
記
載
設
は
、
近
代
訴
訟
法
に

代
訴
訟
法
上
白
概
念
。
説
明
と
し
て
、
合
格
す
る
と
と
は
で
き
な
い
せ

劃
し
て
は
、
そ
の
存
在
理
由
を
失
い
ハ
旬
、

理
白
書
の
定
義
を
出
費
貼
と
し
ワ
ヲ
も
、
そ
れ
が
近
代
訴
訟
法
と
矛
盾
し
放
い
よ
う
訟
理

論
へ
と
、
修
正
さ
れ
て
い
れ
J

た。

(

1

)

吋

asag-CZ長
。
酔
日
P
E
・
2
臼
・
も
し
、
第
三
草
案
作
成
者
が
理
白
書
の
作
成
に
蛍
っ
た
な
ら
ば
、
二
に
お
い
て
怨
越
さ
れ
た
よ
う

な
立
法
沿
背
中
を
然
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

図
面
回
目
三
時
・
研
一
言
ぢ
g
-
H
u
m
-
u
g
k
r出
自
・
品
)
・
]
【

ι
2
0
g
g
u
N吋
。
J
H
-
F
S
H
-

吋。作。吋
mwo
ロ
-
N旬
。
-
-
F
F
印

{}0.

旬。戸内同一。

2
・

N
吋
。
-
u
F
F
臼
品
川
戸
別
忠
ロ
。

w
p
由
・
阿
国
申
・

(
2
U
 

(

3

)

 

問
。
H
7
1
p
m一三宮
H

ロ
・
F
F
臼

5
・

(

晶

)

回ロ
P
O
B
h
g
p
戸
帥
凶
8
・

mor--E4。タ

F
H回
申
・

'請求について

し
た
が
っ
て
、
そ
白
後
D

理
由
記
載
設
は
、
決
し
て
、
包
Z
Z
E
N
O
E
O
D
叶

ymHZRVOロ
を
要
求
し
友
い
の
。
他
方
、
識

12 

-125ー

別
設
に
つ
い
て
も
、
極
端
た
識
別
設
は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
の
。

極
端
な
理
由
記
載
設
と
、
極
端
友
識
別
設
と
の
釘
立
は
、
事
貰
か

法
律
関
係
か
と
い
ろ
形
に
翻
寵
さ
れ
る
が
、
請
求
原
因
と
し
て
記
載
さ
れ
る
べ
き
も
D
は
何
か
と
い
う
問
題
に
鈎
し
て
‘
簡
単
に
事



i& 

宵
と
糾
合
え
る
も
の
を
理
由
記
載
設
と
し
、
法
律
関
係
と
符
え
る
も
の
を
識
別
設
と
す
る
と
と
は
、
相
封
立
す
る
雨
墜
設
の
双
方
か

ら
、
正
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
れ
は
、
営
然
で
あ
ろ
う
。
理
由
記
載
設
も
、
請
求
を
、
他
。
請
求
か
ら
識
別
す
る
に
必
要
た

-126ー

論

も
の
を
探
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
心
。
(
又
事
賓
と
法
律
関
係
を
封
立
さ
せ
る
と
と
は
、
異
ヲ
た
グ
イ
メ
ン
シ
ヨ
ン
に
在
る
ご
う

の
も
の
を
、
同
じ
ダ
イ
メ
ン
シ
ヨ
ン
で
考
え
よ
ろ
と
す
る
無
理
を
犯
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
)

し
か
も
、
口
頭
韓
論
主
義
の
採
用
に
よ
っ
て
、
請
求
原
因
を
詐
欺
に
記
載
す
る
と
と
が
、
請
求
の
同
一
性
を
得
る
と
と
を
目
的
と

し
て
い
る
と
と
が
、
い
よ
い
よ
明
か
に
さ
れ
る
に
至
る
と
、
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
に
必
要
な
も
の
と
、
請
求
を
側
別
化
す
る
に

必
要
な
も
白
と
が
、
区
別
さ
れ
て
考
え
ら
れ
、
問
題
の
焦
黙
は
後
者
に
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
に
至

PA町、

理
由
記
載
設
と
識
別
設
の

封
立
も
、
そ
と
を
場
と
す
る
に
至
る
。

ハ
1
)

誇
求
を
直
皆
U
E蛍
他
す
る
事
寅

(
E
p
g
s
o
v。
ロ
)
(
ヨ
-BG
司法
u
E
4
3

詳
細
な
歴
史
的
説
明
で
な
〈
、
訴
櫨
の
鼓
生
に
、
直
接
に
重
要
な
事
賞

(
E
5
0
3

具
観
的
な
田
技
生
(
原
因
)
事
震
の
、
十
分
に
識
別
可
能
な
表
示

(
E
P
E
δ

個
々
の
事
賓
の
詳
密
な
表
示
で
は
な
〈
て
、
治
的
に
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ア
ル
の
表
示
(
司
巴

E
M
gろ

(
2〉

例
え
ば
、
「
一

0
0
0
マ
ル
ク
の
賢
買
代
金
」
と
記
載
し
た
の
で
は
十
分
で
な
〈
、
と
れ
だ
け
で
十
分
だ
と
考
え
る
の
が
識
別
設
で
あ
る
と

い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
、
と
識
別
読
者
の
側
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
(
図
。
己
主
ぬ
w
m
ヨ
Z
F
F
F
臼
H
0
・b-
ロ
g-sv

ハ
3
)
4
司
己
目
。
耳
切
在
日

F
S
F
官臼
0
・

MVF回。】同

u
F
ゆ
∞
叫
・

(
4〉

吋
H
P
ロc
y
H
H
-
一
叩
∞
叫
・

出
。
廿

z
r
p
一
叩
回
申
M
W
-

13 

晦

A

・・

請
求
。
同
一
性
を
識
別
す
る
に
必
要
た
要
素
と
い
う
と
と
が
焦
賠
と
な
る
と
、
理
由
記
載
設
と
識
別
設
と
は
、
接
近
す
る
。

珂
由
記
載
読
者
も
、
賢
買
代
金
支
梯
請
求
の
請
求
原
因
と
し
て
は
、

一
定
の
物
の
費
買
契
約
の
存
在
を
表
示
す
る
と
と
で
十
分
で
あ



る
と
し
て
い
る
な
そ
し
て
、
識
別
設
の
中
に
も
、
物
樺
訴
訟
(
弘
吉
開
戸
時
の
F
O
間
目
印
刷
向
。
)
に
た
い
て
は
、
時
間
々
異
な
る
取
得
原
因
が
あ

り
う
る
法
律
関
係
の
表
示
、
例
え
ば
所
有
権
の
表
示
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
づ
て
、
取
得
原
因

(
ο
Z
O
O
M
H
V
S日
出
向

g
c
g
a
s

M
W
吋
君
。
号
一
副
)
が
表
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
人
が
い
る
の
。
し
か
し
、
と
れ
は
、
や
は
り
例
外
的
で
、
と
の
い
わ
ゆ
る
物
権

の
訴
を
廻
っ
て
、
理
由
記
載
設
と
、
識
別
詑
は
、
最
も
明
ら
か
に
封
立
す
る
。
例
え
ば
、
所
有
権
訴
訟
に
た
い
て
は
、
請
求
原
因
と

し
て
、
所
有
権
の
取
得
原
因
を
記
載
す
る
ぺ
き
か
否
か
で
封
立
す
る
。

に
お
い
て
、
そ
白
原
闘
を
、
時
効
取
得
か
ら
寅
買
に
よ
る
取

得
に
費
え
た
と
き
は
、
訴
の
費
更
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
効
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
所
有
権
に
基
く
請
求
と
、
資
買
に
よ
っ
て
取
得

理
由
記
載
設
に
よ
れ
ば
、
所
有
権
訴
訟
(
盟
問
。
E
Y
C
ヨ回
wzmo)

さ
れ
た
所
有
権
に
基
く
請
求
と
は
、
別
異
で
あ
る
。
そ
白
物
の
所
有
権
D
前
権
利
者
が
、
法
定
相
結
聞
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取
得
し
た

と
い
う
主
張
を
、
遺
言
相
績
に
よ
っ
て
所
有
擦
を
取
得
し
た
と
い
う
主
張
に
饗
え
る
と
と
は
、
し
か
し
、
二
六
八
傑
に
い
わ
ゆ
る
、

訴
。
原
官
。
蝿
変
更
な
し
に
注
さ
れ
る
事
賓
陳
述
の
修
正
吉
耳
目
。

z
g
)
で
る
る
の
。

と
れ
に
封
し
て
、
識
別
設
に
よ
れ
ば
、
所
有
擦
に
基
い
て
給
付
を
請
求
す
る
訴
訟
に
た
い
て
は
、
原
告
は
、
訴
獄
に
、
自
分
は
所

口
頭
鶴
間
論
に
お
い
て
、

有
者
で
あ
る
、

と
記
載
す
れ
ば
よ
い
。
所
有
権
白
取
得
原
因
は
、

必
要
な
と
き
に
陳
述
す
る
と
と
が
で
き

る
。
ヲ
ま
り
、
所
有
権
は
、
そ
れ
だ
け
で
同
一
性
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
訴
訟
に
お
い
℃
、
第
一
の
訴
訟
に
沿
け

る
所
有
権
が
、
別
白
取
得
原
因
を
根
擦
と
し
て
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
訴
訟
繋
岡
崎
の
抗
贈
を
も
づ
て
封
抗
さ
れ
る
め
。
(
し
た
が
nJ

鰭求について

て
、
取
得
原
因
を
費
更
し
て
も
訴
の
持
変
更
に
た
ら
た
い
)
。
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所
有
樺
に
長
く
請
求
の
同
一
性
を
示
す
た
め
に
は
、
そ
白
取
得
原
因
は
、
不
可
欠
0
.要
素
で
あ
る
か
。
と
の
問
題
に
答
え
る

の
に
、
理
由
記
載
設
も
、
識
別
設
も
、
ひ
と
し
く
、
民
法
(
た
い
し
賓
館
法
)
に
、
そ
の
よ
り
ど
と
ろ
を
求
め
て
い
る
け
o

(

理
由
記

載
詑
は
、
全
面
的
に
民
法
に
依
存
し
、
識
別
設
は
、
請
求
。
内
容
に
つ
い
て
、
民
法
と
交
渉
し
て
い
る
黙
に
相
異
の
Z

ユ
ア
ン
ス
が

あ
る
が
)
。
そ
の
貼
に
沿
い
て
は
一
致
し
て
い
な
が
ら
、
結
論
が
何
故
に
異
う
た
D
で
る
ろ
う
か
。

民
法
を
撮
り
ど
と
ろ
と
す
る
と
き
、
具
躍
的
た
吐
合
的
事
賞
関
係
の
同
一
性
と
、
そ
れ
に
法
規
を
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
(
そ
れ

を
法
O
眼
で
眺
め
た
)
場
合
の
、
抽
象
的
た
法
的
た
闘
係
D
同
一
性
と
の
間
に
、
ダ
イ
メ
ン
シ
ヨ
ン
の
や
れ
が
あ
づ
て
、
そ
れ
が
、

請
求
D
同
一
性
を
識
別
す
る
規
準
を
殻
見
し
に
く
く
し
て
い
る
O

で
は
た
か
ろ
う
か
の
。

そ
と
で
、
請
求
を
、
訴
訟
法
上
の
存
在
物
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
起
る
の
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
進
む
と
、
純

訴
訟
法
上
の
存
在
物
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
と
と
ろ
ま
で
至
る
。
新
事
設
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
D
は
、
と
D
鮎
に
沿
い
て
共
通

し
て
い
る
。

(
1
u
 
省
己
目
。
4
m
E
H
F
0
4・
申
凶

U0・
足
。
骨
片
40・
浮
2
0何回
5
5
w
H
問。。
F
m
-
ω
0
0・
吋
吉
国
民
@
吋
ダ

m-ω
当
・
問
。
ロ
d
a
m
-
F
o
z
d
v
-
H
-
官
寸
・
参
円
相
。

識
別
読
者
の
吋
2
2
gロ
は
、
請
求
原
因
は
、
民
法
に
も
と
刷
す
い
て
で
は
な
く
、
民
事
訴
訟
法
に
も
と
ず
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

い
っ
て
い
る
が
、
2
2
0
r
E
P
E
H
H肉
g
v
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
訴
訟
法
上
の
請
求
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
原
因
、
つ
ま
り
、
内
賞

は
?
寅
隆
法
と
の
闘
係
な
し
に
、
い
わ
ゆ
る
純
訴
訟
法
的
に
考
え
ら
れ
う
る
か
、
は
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、
吋
。
g
E
Z
自
身
、
請
求
原
因

は
法
律
関
係
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
法
律
関
係
と
い
号
概
念
は
、
明
ら
か
に
、
賓
館
法
律
闘
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
吋
え
3
・

刊
か
、
法
律
関
係
と
い
い
つ
つ
、
他
方
訴
訟
法
的
に
考
え
る
べ
し
、
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
訴
訟
法
上
の
誇
求
は
、
請
求
と
し
て
は
訴
訟

事
ロ



設
上
の
存
在
物
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
賓
箆
法
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
、
と
い
号
訴
訟
上
の
請
求
り
複
雑
な
構
治
を
、

無
意
識
的
に
か
は
分
ら
な
い
が
)
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
U

同

S
E
や

m
g
d
e
の
折
衷
設
が
、
成
功
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
原
因
も
、
こ
こ
に
あ
る
よ
号
で
あ
る
。

(

3

)

請
求
の
同
一
性
、
し
た
が
っ
て
請
求
が
、
ど
ん
な
概
念
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
零
わ
れ
て
い
る
が
、
民
法
上
の
請
求
概
念

を
以
て
し
て
は
、
‘
説
明
し
え
な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
歴
史
的
に
は
、
給
付
の
訴
の
外
に
、
確
認
の
訴
が
、
そ
し
て
、
ひ
き
つ

づ
い
て
、
形
成
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
意
識
し
て
か

15 

請
求
を
、
訴
訟
法
上
D
存
在
物
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
い
ろ
い
ろ
の
方
向
に
お
い
て
注
さ
れ
る
。
と
の
事
寛
、

は
、
請
求
D
複
雑
た
構
造
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

請
求
の
向
凶
り
ら
れ
る
方
向
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
請
求
は
、
裁
判
所
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
の
黙
に
の
み

着
眼
す
る
訟
ら
ば
、
請
求
は
裁
判
所
に
向
け
ら
れ
た
判
決
D
要
求
で
あ
る
と
い
わ
怠
け
れ
ば
友
ら
ぬ
な

し
か
し
、
何
に
づ
い
て
判

決
を
求
め
る
D
か
と
い
う
と
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
賓
瞳
法
上
の
法
律
効
果
と
い
わ
・
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
心
。

訴
訟
法
上
の
請
求
は
、
賓
種
法
上
白
請
求
権
そ
の
も
白
で
は
た
い
と
し
て
、
請
求
。
内
容
に
若
眼
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
概
念

的
に
訴
訟
に
先
行
す
る
賓
瞳
法
上
白
一
権
利
で
は
た
く
、
そ
白
存
在
が
主
張
さ
れ
る
と
と
ろ
の
権
利
、
た
い
し
は
そ
の
存
在
が
否
定
さ

れ
る
と
と
ろ
の
権
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
。

主
張
さ
れ
た
権
利
は
、
貰
暗
法
上
の
存
在
物
で
は
た
い
。
し
か
し
、
そ
白
樺
利
白

請求について

構
遁
・
性
質
を
規
定
す
る
素
材
は
賓
陸
法
上
白
概
念
に
求
め
ぎ
る
を
え
・
泣
い
。

ハ
1
〉
雷
同
図
。
ュ
-
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ハ
2
)
白
。
ロ
時
比
1
。
吋
仲
・

(
3〉

問。ロ
d
q

お・
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設
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し
た
が
っ
て
、
い
や
れ
に
せ
よ
、
震
髄
法
上
の
存
在
物
が
、
依
然
と
し
て
概
念
0

・
中
に
少
く
と
も
論
理
的
に
は
、
潜
ん
で
い

-130ー

る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
限
り
、
請
求
。
同
一
性
に
闘
す
る
限
り
、
問
題
ρ
解
決
を
興
え
た
と
と
に
た
ら
な
い
。

論

そ
と
で
、
賓
館
法
と
D
絶
縁
が
試
み
ら
れ
る
。
新
製
設
と
宅
ヂ
け
ら
れ
た
も
D
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
訴
訟
に
会
け
る
、

裁
判
所
と
官
事
者
。
分
業
と
い
ろ
黙
に
着
眼
さ
れ
て
行
わ
れ
る
。
訴
訟
上
白
請
求
の
請
求
者
は
原
告
で
あ
る
。
原
告
は
法
律
の
智
識

を
要
求
さ
れ
訟
い

O
L
た
が
っ
て
、
原
告
は
、
何
を
欲
す
る
か
を
、
原
告
の
言
葉
で
い
い
、
か
っ
、
そ
の
請
求
が
導
き
出
さ
れ
る
と

原
告
が
考
え
る
と
と
ろ
D
事
賓
を
陳
述
す
れ
ば
、
そ
れ
で
原
告
白
請
求
と
し
て
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
。
そ
と
に
沿
い
て
は
、

何
ら
、
置
暗
法
と
は
関
連
が
な
い
。
原
告
白
欲
す
る
と
と
ろ
と
、
そ
れ
を
理
由
づ
け
る
事
賓
関
係
と
の
二
う
か
ら
、
請
.
求
は
、
具
、
臨

的
に
識
別
さ
れ
う
る
め
。

し
か
も
、
裁
判
所
は
、
と
の
原
告
の
申
立
と
陳
述
と
に
劃
し
て
、
法
律
白
あ
て
は
め
と
い
う
と
と
は
す
る

が
、
そ
れ
は
、
原
告
白
申
立
を
認
め
る
か
否
か
白
理
由
の
存
否
を
殻
見
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
原
告
に
劃
し
て
奥
え

る
耗
局
的
判
断
と
は
直
接
白
闘
係
は
た
い
。
し
た
が
う
て
、
経
局
的
判
断
の
-
ア
エ
マ
た
る
請
求
そ
れ
自
身
と
も
関
係
は
訟
い
す

(
1〉

同
・
出

4
2・

ハ
2
U
回
世
。
旬
。
ロ
ず
O
『

m-

ハ
3
〉

民
広
岡
山
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新
製
設
は
、
賓
暗
法
上
白
概
念
を
借
り
-
な
い
で
、
請
求
。
同
一
性
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。
た
る
ほ
左
、
原
告
は
、
法
的
技

術
的
名
稿
を
用
い
る
必
要
は
た
い
。
と
れ
ば
、
普
壌
設
も
そ
う
い
う
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
法
的
技
術
的
名
稿
が
そ
も
そ
も

不
必
要
で
あ
る
と
い
う
と
と
に
は
な
ら
友
い
。
・
な
る
ほ
ど
、
原
告
が
、
原
告
白
考
え
で
、
法
的
性
質
決
定
を
し
て
も
、
裁
判
所
は
そ

れ
に
拘
束
さ
れ
た
い
。
と
れ
も
、
審
事
設
で
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
法
的
性
質
決
定
は
不
必
要
だ
と
い
う



と
と
に
は
ゑ
ら
た
い
。
放
る
ほ
ど
、
法
的
性
質
決
定
は
法
適
用
。
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
裁
判
理
由
(
開
門
}
内
角
川
口
口
宮
町
田
ぬ

2
ロ
3
ιコ

問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
的
性
質
決
定
が
行
わ
れ
る
D

は
、
論
理
的
に
は
、
請
求
が
、
請
求
原
因
た
る
事
責
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ

た
後
の
問
題
で
あ
る
の
o

し
た
が
っ
て
、
法
遁
用
が
、
事
責
閲
係
の
確
定
前
に
行
わ
れ
て
は
友
ら
な
い
と
い
う
と
と
の
理
由
に
は
た

ら
ゑ
い
。
し
た
が
う
て
、
請
求
。
同
一
性
白
問
題
は
、
事
賓
関
係
C

み
で
解
決
さ
れ
え
て
、
貰
踏
法
は
闘
興
し
な
い
と
い
う
と
と
に

な
ら
ゑ
い
。

要
す
る
に
、
新
事
設
は
、
請
求
の
同
一
性
左
識
別
す
る
要
素
は
何
か
と
い
う
問
題
に
封
し
て
は
、
問
題
を
以
て
問
題
に
答
え
』
た
に

す
ぎ
ゑ
い
。
寅
韓
法
の
あ
て
は
め
に
よ
ら
た
い
で
、
震
附
開
法
と
関
係
た
く
、
麗
史
的
出
来
事
と
し
て
の
枇
合
的
事
置
を
、
そ
の
同
一

性
に
沿
い
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
と
は
、
困
難
を
増
加
す
る
の
み
に
総
合
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
心
。

な
枇
品
開
的
な
事
賓
閥
係
の
同
一
性
と
、
法
的
危
関
係
D
同
一
性
と

ρ
間
に
、
グ
イ
メ
シ
シ
ヨ

y
o
ゃ
れ
が
あ
る
と
い
う
現
象
玄
、

い
い
か
え
れ
ば
、
具
、
韓
的ν、

っ
そ
う
明
瞭
に
し
た
と
忠
わ
れ
る
。
す
訟
わ
ち
)
現
象
を
明
瞭
に
し
た
に
す
ぎ
や
、
そ
の
現
象
を
統
一
的
に
設
明
す
る
理
論
は
生
産

さ
れ
て
い
な
い
。

(
1〉

日
米
宇
土
・
「
訴
訟
法
上
の
請
求
」
岩
波
法
律
恩
轟
奥
第
三
各
一
四
八
六
頁
以
下

中
国
淳
一
・
務
求
の
同
一
一
性
三
五
論
議
三
昭
二

(
2〉

請求について

判

例

四

と
と
で
検
討
さ
れ
た
判
例
は
、

一
九
一
七
年
ま
で
の
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
で
、
ド
イ
ツ
の
文
献
に

-131-

一
八
八
四
年
か
ら
、

沿
い
て
引
用
さ
れ
た
も
の
む
う
ち
、
直
接
に
参
照
さ
れ
得
た
も
白
ば
か
り
で
ち
る
c

そ
の
敢
は
、
二
三
で
お
る
。



2 

理
由
書
の
定
蓄
を
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
時
論
的
に

F 司 132-

宮尾

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
。
一
八
八
四
年
一
月
四
日
第
三
民
事
部
判
決
。
が
、

理
由
記
載
設
に
奥
し
て
か
ら
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
理
由
記
載
設
に
す
づ
か
り
傾
む
い
て
い
る
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。

多
く
の
判
例
は
、
あ
る
い
は
、
み
歩
か
ら
、
請
求
。
原
悶
に
ヲ
い
て
、
理
由
書
の
定
義
に
類
似
し
た
定
義
を
下
し
伯
父
あ
る
い
は
、

論

理
白
書
の
定
義
を
そ
白
ま
ま
引
用
し
す
あ
る
い
は
、
理
白
書
や
一
八
八
四
年
一
月
四
目
。
判
決
D

名
を
奉
げ
て
す

と
す
る
と
と
を
示
す
と
と
に
よ
う
て
、
理
論
的
に
は
理
・
闘
記
載
設
で
あ
る
と
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

と
れ
た
根
蟻

他
。
判
決
の
多
〈
は
、
請
求
。
原
因
に
づ
い
て
、
そ
D
概
念
を
論
や
る
と
と
に
よ
う
て
、
理
聞
記
載
識
を
採
る
と
と
を
示
す
と
と

を
せ
歩
、
兵
瞳
的
事
件
に
却
し
て
、
理
由
記
載
設
を
前
提
と
す
る
判
断
を
注
す
と
と
に
よ
う
て
、
理
由
記
載
設
を
探
う
て
い
る
と
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
判
例
を
見
て
気
が
れ
J

く
D
は
、
そ
れ
ら
が
、
註
耀
書
、
教
科
書
、
論
文
な
ど
に
沿
い
て
、
請
求
白
原
因

の
項
が
論
ぜ
ら
れ
る
際
に
、
理
由
記
載
設
に
属
す
る
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
歩
、
詐
欺
に
請
求
原
因
の
記
載
が
欠

け
て
い
る
か
と
い
・
う
黙
が
、
事
件
。
中
心
問
題
で
あ
づ
た
と
い
う
例
が
ひ
と
う
も
た
い
と
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
訴
の
饗
更
が
あ
る
か
左
い
か
で
あ
り
、
他
に
は
、
既
判
力
の
抗
韓
が
封
抗
し
う
る
か
の
問
題
的
と
、
判
例
。
大
部
分
的
に
会
け
る

事
賓
の
法
的
性
質
決

定
か
、
申
立
て
な
い
事
項
に
釘
す
る
判
断
か
O

問
題
A

り
が
取
扱
わ
れ
た
判
例
が
、
ご
く
わ
や
か
存
す
る
に
す
ぎ
危
い
。

と
白
現
象
か
ら
、
失
D
よ
う
に
判
断
さ
れ
よ
う
。
請
求
の
原
因
に
O
い
て
は
、
訴
般
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し
て
は
、
賞
際
白
上

に
ゐ
い
て
は
、
問
題
は
起
ら
た
い
。

ハ
口
頭
嬉
論
主
義
の
採
用
。
結
果
、
理
由
記
載
設
と
識
別
設
白
封
立
の
意
味
が
賓
際
白
上
に
治

い
て
は
失
・
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
と
と
が
思
い
出
さ
れ
る
)
賢
際
D
上
に
お
い
て
も
、
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
訴
D
費
更
と
白
闘

連
に
沿
い
で
る
る
。

〈

1
〉

国

G
H
O
z
a
h
d

・
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設

て
取
得
し
た
所
有
権
に
基
〈
妨
害
排
除
請
求
と
、
相
趨
に
よ
れ
J

て
取
得
し
た
所
有
権
に
基
く
妨
害
排
除
請
求
と
は
、
異
怒
る
請
求
と

論

一
九
O
O年
九
月
二
十
六
日
第
五
民
事
部
判
決
は
、
理
論
と
し
て
は
、
後
れ
て
他
の
取
得
原
因
を
提
出
す
る
と
と
は
訴
の
建
更
で

-13壬ー

考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
の
判
決
は
、
の
『
c
n
y
o神
話
田

-sm耐
に
お
い
て
、

ω沖州
WHHσ

に
よ
づ
て
、
区
劃
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
具
間
的
事
件
に
劃
し
て
は
、
自
然
に
、
水
が
土
を
よ
せ
て
、
そ
の
結
果
土
地
を
取
得
し
た
場
合
と
、
河

白
流
れ
を
調
整
す
る
工
事
D
結
果
取
得
し
た
場
合
と
で
は
、
取
得
原
因
を
異
に
し
、
第
一
容
に
た
い
て
、
前
者
の
場
合
白
取
得
に
よ

る
所
有
様
を
主
張
し
た

ω
に
、
第
二
容
に
お
い
て
、
後
者
ρ
場
合
の
取
得
に
よ
る
所
有
樺
D
主
張
を
す
る
と
き
は
、
訴
の
賢
一
史
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
そ
の
根
操
と
し
て
、
判
旨
は
、
前
者
。
場
合
の
取
得
と
、
後
者
の
場
合
の
取
得
と
は
、
そ
の
内
容
(
〉
『
ご

I'I 
同

る
か
ら
、

(
山
内
同

O
一
口
昨
日
由
。
四
回
)
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
原
因
(
の
門
戸
ロ
仏
)
は
別
具
で
あ
る
、
た
ぜ
た
ら
、
取
得
を
惹
起
す
る
事
賓
が
別
異
で
あ

と
の
事
賞
が
別
異
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、

と
述
べ
て
い
る
。

吐
A
W

目
的
に
、
事
賓
が
別
異
で
あ
る
と
い
う
と
と
白
ほ
か

に
、
法
律
要
件
事
賓
と
し
て
、
論
者
は
、
〉
円
一
河
沼
一
篇
第
九
章
二
二
五
傑
l
二
四
一
係
に
あ
て
は
め
ら
れ
、
後
者
は
、
同
章
一
一
六

=
一
候
及
び
一
八
八
三
年
八
月
二

O
日
の

ω可
O
B
σ
R
Hぬ
2
0誌
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
と
い
ろ
い
み
に
沿
い
て
別
異
で
あ
る
と
い
ろ
と

と
が
加
わ
う
て
い
る
よ
う
で
る
る
。

一
八
八
四
年
二
月
一
一
一
一
日
第
三
民
事
部
の
判
決
を
紹
介
し
よ
う
。
養
父
で
あ
る
原
告
が
、

て
、
被
告
が
無
断
で
持
出
し
た
、
被
告
名
儀
の
貯
金
通
院
の
返
還
を
請
求
し
た
事
件
で
あ
る
。
原
告
は
、
第
一
容
で
、
原
告
が
自
身

づ岬
T
G

に、

養
女
で
あ
る
被
告
に
封
し

で
自
分
ρ
金
を
被
告
名
儀
で
貯
金
し
、
貯
金
通
院
の
引
渡
を
受
け
て
そ
D
所
有
権
者
と
な
う
た
の
だ
か
ら
、
所
有
樫
に
基
い
て
返
還

/
を
請
求
す
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
第
二
審
で
は
、
つ
け
加
え
て
、
被
告
は
、
無
断
で
、
合
鍵
で
、
棲
箱
を
開
け
て
貯
金
通
帳
を

持
ち
出
し
た
か
ら
、

そ
れ
は
、
許
さ
れ
訟
い
白
救
行
震
で
あ
る
、

し
た
が
う
て
、

貯
金
遁
帳
は
返
還
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し



た
。
と
O

第
二
審
で
D

主
張
が
、
訴
。
饗
更
で
あ
る
と
抗
韓
さ
れ
た
。
判
旨
は
、
理
論
と
し
て
は
、
物
機
訴
訟
に
お
い
て
は
、
権
利

。
取
得
原
因
の
提
示
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
、
所
有
権
訴
訟
に
ι
お
い
て
は
、
所
有
物
返
還
請
求
の
根
撲
で

る
る
所
有
権
の
、
多
様
の
性
質
の
取
得
(
間
同
・
喝
。
『
σ
8
3
0ロ
)
が
、
事
賓
白
陳
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
れ
ば
よ
い
D

で
あ
ヲ
て
、
そ
れ

ら
の
事
賓
へ
の
法
規
の
あ
て
は
め
は
裁
判
所
の
友
す
べ
き
と
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
と
の
事
件
に
ワ
い
て
は
、
第
二

審
に
治
け
る
原
告
の
上
主
主
張
は
、
事
賓
D
陳
述
の
補
充
(
開
円
筒
以
ロ
N
C
ロ
巴

で
あ
A
J

て
、
訴
D
費
更
で
は
た
い
、
原
告
は
、
訴
に
沿
い

て
、
二
つ
白
異
っ
た
開
門
君
。
与
国
男

Z
R
す
左
わ
ち
、
同
，

E円
四
日
片
山

O
ロ
に
よ
る
所
有
権
取
得
と
、
法
D

直
接
規
定
に
基
〈
取
得
と
を

重
ね
て
提
出
し
た
白
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
と
れ
は
と
の
事
件
に
沿
い
て
は
、
事
賓
は
、
社
合
的
事
賓
と
し
て
は
一
づ
で
、
た
だ
そ

れ
を
法
的
に
眺
め
た
場
合
に
、
い
く
う
か
白
眺
め
方
が
あ
る
。
そ
し
て
、
眺
め
方
、
い
い
か
え
れ
ば
、
法
的
性
質
決
定
は
、
訴
の
饗

更
と
別
の
問
題
で
あ
り
、
請
求
。
同
一
性
と
も
か
か
め
り
は
ゑ
い
、
と
い
う
と
と
を
示
す
も
白
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
う
。

五

穂、

括

例
え
ば
馬
白
返
還
請
求
。
同
一
性
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
請
求
白
原
因
に
づ
い
て
、
理
由
記
載
読
者
は
、
費
買
に
よ
っ
て
取

得
し
た
馬
白
返
還
請
求
と
、
時
効
に
よ
づ
て
取
得
し
た
馬
白
返
還
請
求
と
は
別
異
で
あ
る
。
し
た
が
づ
て
、
費
買
と
か
時
効
と
か
は

請求について

請
求
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
識
別
読
者
は
、
所
有
権
に
基
く
馬
白
返
還
請
求
と
し
て
は
、
前
二
者
は
同
一
で
る
る
。

占
有
権
に
基
〈
馬
の
返
還
請
求
と
は
別
異
で
あ

し
た
が
う
て
、
責
買
と
か
時
効
と
か
は
、

る
。
し
た
が
う
て
、
所
有
権
と
か
占
有
権
と
か
は
、
請
求
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
で
生
の
ろ
う
。
新
製
設
者
は
、
所
有
権
に
基
と
う
が

占
有
権
に
基
と
う
が
、
馬
白
返
還
請
求
は
、
そ
れ
と
し
て
、
同
一
で
あ
る
、
じ
た
が

ο
て
、
所
有
権
と
か
、
占
有
権
と
か
は
、
必
十

請
求
の
原
因
で
は
た
い
が
、

と
れ
と
、

ー-135-

¥ 



設

し
も
請
求
の
原
因
で
は
左
く
、
被
告
が
原
告
の
厩
か
ら
馬
を
持
ち
去
っ
た
と
い
ろ
事
置
が
請
求
白
原
因
で
あ
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。

論

2 

買
買
に
よ
っ
て
取
得
し
た
馬
の
返
還
請
求
と
、
時
効
に
よ
っ
て
取
得
し
た
馬
白
返
還
請
求
と
は
、
別
異
の
請
求
で
あ
る
と
い

-136ー

と
白
相
異
は
、
ど
と
か
ら
生
ゃ
る
か
。
事
賓
は
、
被
告
が
、
原
告
の
厩
か
ら
、
馬
を
持
ち
去
れ
J

た
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
白
に
。

う
主
張
は
、
請
求
を
賢
鶴
法
上
の
請
求
と
考
え
て
い
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
訴
訟
白
目
的
は
、
そ
う
い
う
費
時
法
上
の

請
求
権
を
保
護
す
る
と
と
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
示
し
て
い
る
。

所
有
権
に
基
く
馬
C
返
還
請
求
と
、
占
有
権
に
基
〈
馬
の
返
還
請
求
と
は
、
別
異
の
請
求
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
請
求
は
訴
訟

法
上
の
存
在
物
で
、
請
求
の
内
容
は
賓
開
法
上
の
概
念
で
構
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
訴
訟
の
目

的
は
、
私
法
の
遁
用
(
友
い
し
維
持
)
で
あ
る
と
い
う
恕
想
を
示
し
て
い
る
。

馬
の
返
還
請
求
は
、
そ
の
殻
生
権
原
が
た
ん
で
あ
ろ
う
と
、
同
一
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
請
求
は
純
訴
訟
法
上
の
存
在
物
で
、

賢
暗
法
と
は
闘
蓮
が
無
い
と
考
え
て
い
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
訴
訟
の
目
的
は
、
原
告
の
・
申
立
に
謝
す
る
判
断
で
あ
る

と
い
う
思
想
を
示
し
て
い
る
。

と
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
請
求
の
同
一
性
、
請
求
の
原
因
の
問
題
は
、
訴
訟
制
度
の
目
的
、
訴
権
C

本
質
に
ま
で
遡
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
と
と
で
は
、
そ
と
ま
で
遡
っ
て
探
る
余
裕
が
友
い
。
し
た
が
っ
て
、
各
種
の
訴
訟

翻
、
各
種
の
訴
権
論
の
、
論
理
的
障
結
が
具
鰭
化
す
る
場
。
最
も
重
要
た
も
白
で
あ
る
と
と
ろ
の
、
請
求
の
概
念
に
う
い
て
の
み
、

総
括
を
試
み
る
。

理
由
詔
載
設
は
、
置
鰭
法
上
の
権
利
を
請
求
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
白
原
因
は
、
一
と
白
樫
利
を
理
由
づ
け
る
事
置

で
あ
づ
た
。
識
別
設
は
、
機
利
の
主
張
を
請
求
と
考
え
た
。
し
た
が
れ
ソ
て
、
請
求
目
原
因
は
、
権
利
主
張
白
鷺
生
地
盤
で
あ
る
法
律

5 



関
係
で
あ
っ
た
。
新
製
設
は
、
法
律
砂
貯
の
主
張
を
請
求
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
の
原
因
は
、
そ
の
法
律
効
果
を
護
生
さ

せ
る
事
賓
関
係
で
あ
っ
た
。

理
由
記
載
設
に
い
わ
ゆ
る
事
賓
と
、

新
聞
学
設
に
お
け
る
事
責
闘
係
と
は
異
る
。
し
か

(
も
ち
ろ
ん
、

し
、
そ
れ
は
、
前
者
が
、
す
で
に
、
法
規
D
嘗
は
め
を
経
て
い
る
(
要
件
事
賓
)
白
に
封
し
て
、
後
者
は
、
法
規
D
営
は
め
を
粧
て

い
な
い
と
い
う
意
味
に
た
い
て
異
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
鰭
的
現
買
に
た
い
て
は
、
同
一
物
で
あ
る
と
と
が
多
い
で
る
ろ
う
)
と
の

現
象
は
、
請
求
。
同
一
性
に
闘
す
る
論
争
が
、
請
求
の
概
念
に
ヲ
い
て
D
考
方
の
相
異
か
ら
起
っ
て
い
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。

請
求
の
概
念
は
何
か
と
い
う
と
と
に
な
る
と
、
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
の
事
設
は
、

H
C
れ
も
が
、
誤
り
と
は
い
い
き
れ
な
い
よ

4 
う
に
見
え
る
。
い
十
れ
も
、

一
面
的
に
は
、
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
す
べ
て
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る

と
誤
る
危
険
が
お
る
。
あ
た
か
も
、
象
の
足
に
ふ
れ
た
盲
目
者
が
、
象
を
電
信
桂
の
よ
う
た
も
D

だ
と
定
義
し
た
よ
う
に
。
し
た
が

っ
て
、
請
求
の
概
念
は
、
い
ろ
い
ろ
D

定
義
が
、
す
べ
て
必
十
し
も
誤
り
で
は
な
い
と
い
う
と
と
を
許
す
も
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
請
求
は
、
訴
訟
法
上
白
存
在
物
で
あ
る
り
と
い
う
と
と
は
正
し
い
。

そ
れ
は
、
裁
判
所
に
向
け
ら
れ
-
た

し
か
し
、
そ
白
内
容
は
、
相
手
方
に
向
け
ら
れ
た
も
C

で
る
る
ゆ
と
と
も
正
し
い
。

も
白
で
あ
る
心
と
い
う
と
と
も
正
し
い
。

相
手
方
に
向
け
ら
れ
た
も
白
が
法
律
効
果
の
主
張
で
あ
る
な

そ
ιコ

と
い
う
と
と
も
正
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
法
律
効
果
は
、
賓
韓
法
的

放
概
念
に
よ
う
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
定
の
法
律
要
件
に
封
醸
し
た
も
白
で
あ
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
友

請求について

ぃ
。
も
ち
ろ
ん
、
原
告
の
主
張
す
る
法
律
効
果
が
生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
、
及
び
、
そ
の
法
律
効
果
を
生
ん
で
い
る
も
の
は
ど
ん
訟

法
律
要
件
か
(
法
的
性
質
決
定
)
と
い
う
と
と
は
、
す
べ
て
、
営
事
者
に
と
っ
て
、
の
問
題
で
は
・
な
く
て
、
裁
判
官
に
と
っ
て
の
問
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と
い
ろ
と
と
ゆ

題
、
づ
ま
り
、
営
事
者
。
主
親
に
た
い
て
ど
う
か
、
の
問
題
で
は
た
く
て
、
客
観
的
に
ど
う
か
、
の
問
題
で
あ
る
、

、
、
、
、
、

も
疋
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
営
事
者
に
と
っ
て
は
、
請
求
白
原
因
と
し
て
、
事
貰
を
記
載
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
と
と

ω
も
正
し
い
。
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一
面
的
友
正
し
さ
を
す
べ
て
線
合
し
て
、
請
求
。
概
念
に
つ
い
て
の
、
定
義
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
-
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

請
求
。
概
念
が
確
定
さ
れ
た
後
も
、
訴
般
の
記
載
事
項
と
し
て
の
請
求
D
原
因
と
い
う
場
合
、
訴
の
掛
変
更
の
原
因
と
し
て
の
訴
(
請

以
上
の
、
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諭

求
)
白
原
因
の
饗
更
と
い
う
場
合
、
既
判
力
D
物
的
範
囲
と
し
て
D
請
求
と
い
う
場
合
、
訴
訟
繋
岡
崎
の
抗
婦
が
封
抗
す
る
範
固
と
し

て
の
請
求
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
複
雑
た
請
求
。
概
念
D

ど
の
面
が
捉
え
ら
る
べ
き
か
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
う
。

請
求
の
描
葉
、
認
諾
の
場
合
の
請
求
に
ヲ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

(
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さ
て
、

請
求
。
原
因
は
、

請
求
。
同
一
性
を
識
別
す
る
要
素
で
あ
る
。

で
は
そ
の
請
求
。
同
一
性
を
識
別
す
る
要
素
は
何

か
。
新
製
設
に
よ
れ
ば
、
法
律
効
果
主
張
を
識
別
す
る
に
足
る
事
賓
で
あ
る
。
で
は
、
い
か
に
し
て
、
事
置
か
ら
、
法
律
白
効
果
が

識
別
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
る
ほ
ど
、
事
買
は
、
法
律
を
知
ら
た
い
も
の
に
と
づ
て
は
、
そ
れ
か
ら
請
求
が
叢
生
す
る
と
と
ろ

の
原
因
で
あ
る
。
し
た
が
づ
て
、
と
も
か
く
、
事
賓
が
、
で
き
る
限
り
、
詳
細
に
記
載
さ
れ
れ
ば
、
訴
般
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し

て
は
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
D
場
合
、
客
観
的
に
は
、
そ
白
事
置
か
ら
、
他
と
識
別
さ
れ
う
る
法
律

効
果
が
認
識
さ
れ
う
る
程
度
に
は
、
そ
の
事
震
は
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
た
ら
友
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
事
貫
か
ら
、
請
求
b
L
識



別
ず
る
の
は
裁
判
所
で
あ
る
。
さ
て
、
裁
判
所
ほ
、
事
賓
か
ら
、
法
律
効
果
を
識
別
す
る
。
法
律
効
果
は
通
常
賓
種
法
上
の
法
律
効

果
で
あ
る
。
置
瞳
法
上
白
法
律
効
果
は
、
法
律
要
件
に
劃
臨
す
る
。
そ
と
で
、
・
あ
る
ひ
と
ヲ
白
事
賓
が
、
い
く
つ
か
の
法
律
要
件
(
例

え
ば
、
所
有
権
の
侵
害
と
占
有
樫
O
侵
害
V

と
概
念
的
に
該
蛍
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
に
封
醸
し
た
法
律
効
果
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し

得
る
場
合
に
は
、
事
賢
か
ら
識
別
さ
れ
た
法
律
効
果
と
は
、
い
や
れ
の
法
律
効
果
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
製
設
白
下
に
沿
い
て

も
、
請
求
。
内
容
が
法
律
効
果
で
あ
る
か
ぎ
り
、
賓
暗
法
と
D

交
渉
は
兎
れ
え
た
い
白
で
あ
A
J

て
、
そ
白
限
り
に
沿
い
て
、
所
有
権

に
基
ア
¥
場
合
と
、
占
有
権
に
基
く
場
合
と
は
、
裁
判
所
に
と
ヲ
て
、
直
別
し
て
考
え
る
べ
き
か
、
直
別
さ
れ
注
い
で
考
え
る
べ
き
か

は
、
解
決
さ
れ
て
は
い
た
い
と
見
た
け
れ
ば
た
ら
友
い
。

た
よ
そ
、
生
ま
白
事
賓
が
生
起
し
た
と
き
、
観
念
的
抽
象
的
に
は
、
そ
れ
は
、
直
ち
に
賓
韓
法
に
よ
ヲ
て
、
何
ら
か
の
擢
利
義
務

関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
は
や
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
は
や
で
あ
る
に
止
ま
ヲ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

b
れ
わ
れ
に
と
ヲ

て
明
瞭
に
友
る
た
め
に
は
、
人
聞
の
認
識
を
と
た
し
て
、
客
観
化
さ
れ
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
個
人
D
認
識
の
聞
に
封
立
が
生
・
ヂ

る
と
き
に
は
、
裁
判
所
D
認
識
を
侠
た
‘
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
認
識
は
、
訴
訟
法
の
基
本
構
遇
。
結
果
、
具
韓

的
で
あ
る
だ
け
に
、
相
釘
的
と
た
ら
ざ
る
を
得
た
い
σ

と
白
、
賓
鰭
法
的
樫
利
義
務
関
係
D
抽
象
性
、
絶
封
性
と
、
判
決
の
内
容
た

る
権
利
義
務
関
係
ρ
具
瞳
性
、
相
劃
性
と
の
聞
に
は
さ
ま
づ
て
請
求
白
同
一
性
白
、
識
別
の
基
準
が
揺
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か。

請求について

結
白
前
に
、
日
本
民
事
訴
訟
法
の
解
躍
を
試
み
る
は
・
?
で
あ
う
た
。
し
か
し
、
原
稿
締
切
日
が
切
迫
し
た
た
め
に
、
そ
れ
は
で
き

一
か
ら
五
ま
で
の
絞
越
に
も
、
不
十
分
た
と
と
ろ
が
多
い
。
製
識
の
分
析
が
細
密
で
訟
い
。
判
例
D

一
か
ら
四
ま
で
の
試
み
の
結
果
が
、
論
理
的
に
統
括
さ
れ
て
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な
か
0
・
売
。
の
み
た
ら
歩
、

分
析
が
粗
末
で
あ
る
。
と
り
あ
げ
た
請
求
。
種
類
が
少
注
す
ぎ
る
。
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い
な
い
。
わ
や
か
に
、
問
題
の
焦
黙
が
ム
口
、
わ
さ
れ
か
け
た
に
す
ぎ
左
い
。
本
来
た
ら
ば
、
護
表
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
未
完
成
で

あ
り
、
未
熟
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
別
の
事
情
。
た
め
に
、
不
本
意
-
た
が
ら
護
表
さ
れ
た
い
わ
け
に
は
ゆ
か
た
か
っ
た
。
る
え
て

論

恥
を
し
の
ん
で
稜
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

(
本
研
究
は
、
昭
和
二
十
四
年
度
文
部
省
科
撃
研
究
費
の
交
付
を
受
け
て
い
る
)
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